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は
じ
め
に

❶
日
本
古
代
中
世
の『
論
語
義
疏
』に
関
す
る
研
究
の
現
状
と
課
題

❷
日
本
古
代
典
籍
に
見
る『
論
語
』注
釈
書
受
容
の
実
相

❸
日
本
古
代
に
於
け
る『
論
語
義
疏
』受
容
の
諸
相

む
す
び
に

［
論
文
要
旨
］

日
本
古
代
の
『
論
語
』
注
釈
書
の
受
容
に
つ
い
て
、
日
本
史
学
で
は
『
論
語
集
解
』
の
そ
れ
に

関
し
て
は
研
究
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、『
論
語
義
疏
』
に
つ
い
て
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

こ
と
に
鑑
み
、『
論
語
義
疏
』
を
引
用
す
る
日
本
古
代
典
籍
の
性
格
、
成
立
時
期
、
撰
者
周
辺
の
人

的
関
係
を
追
究
す
る
こ
と
、
古
代
の
蔵
書
目
録
か
ら
『
論
語
義
疏
』
を
捜
索
す
る
こ
と
、
古
代
の

古
記
録
か
ら
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
事
跡
を
渉
猟
す
る
こ
と
、
等
か
ら
、
日
本
古
代
の
『
論
語
義
疏
』

受
容
の
諸
相
と
そ
の
変
遷
を
検
討
し
た
。

『
論
語
義
疏
』
は
、
天
平
一
〇
年
（
七
三
八
）
頃
に
は
既
に
、
日
本
に
伝
来
し
て
お
り
、
奈
良
・

平
安
時
代
を
通
じ
て
、
親
王
・
公
卿
・
中
下
級
貴
族
・
官
人
・
釈
家
に
受
容
さ
れ
、
浸
透
し
て
い
た
。

八
～
九
世
紀
で
は
「
古
記
」・「
釈
」・「
讃
」
の
撰
者
で
あ
る
明
法
官
人
に
よ
っ
て
律
令
解
釈
に
、

一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
初
頭
に
於
い
て
は
皇
胤
で
あ
る
具
平
親
王
が
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
所

引
外
典
の
講
究
の
た
め
に
、
更
に
、
一
一
世
紀
前
半
で
は
明
法
博
士
惟
宗
允
亮
が
朝
儀
・
吏
務
の

先
例
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
右
大
臣
藤
原
実
資
が
有
職
故
実
の
理
解
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ

『
論
語
義
疏
』
を
利
用
し
て
い
た
。
ま
た
、
釈
家
で
は
、
九
世
紀
で
空
海
、
一
〇
世
紀
で
法
相
宗
興

福
寺
の
中
算
が
『
論
語
義
疏
』
を
利
用
し
て
い
た
が
、
一
一
世
紀
後
半
に
至
る
と
、
仏
典
を
始
め

多
様
な
日
本
古
典
籍
に
『
論
語
義
疏
』
が
利
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
二
世
紀
前
半
で
は
、
左
大

臣
藤
原
頼
長
が
幾
多
の
漢
籍
を
講
読
し
た
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
『
論
語
義
疏
』
を
講
読
し
て
い
た
。

就
中
、
具
平
親
王
の
周
辺
や
藤
原
頼
長
の
周
辺
に
、
文
才
に
長
け
た
公
卿
並
び
に
中
下
級
の
貴

族
や
官
人
で
あ
る
文
人
・
学
者
が
集
ま
り
、
両
者
は
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
論
壇
の
中
心
と

な
っ
て
、
漢
籍
・
漢
学
の
講
究
・
談
義
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
に
於
い
て
、
講
読
さ
れ
て
い
た
も
の

の
一
つ
が
『
論
語
義
疏
』
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】『
論
語
義
疏
』、
日
本
古
代
典
籍
所
引
『
論
語
義
疏
』、
具
平
親
王
、
藤
原
頼
長
、

漢
籍
・
漢
学
の
講
究
・
談
義

T
A

K
A

D
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265



は
じ
め
に

　
日
本
は
、
古
く
か
ら
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。
漢
字
・
漢
籍
、
ま
た
、

そ
れ
ら
を
媒
介
と
し
て
、
漢
学
・
律
令
法
・
仏
教
等
多
く
の
知
的
体
系
を
受
容
し
て

き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
つ
い
て
は
多
言
を
要
す
る
ま
で
も
な
い
。

従
っ
て
、
日
本
古
代
の
知
的
体
系
の
一
斑
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
漢
籍
の
研
究
が

必
要
不
可
欠
と
言
え
る
。

　
日
本
に
伝
来
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
漢
籍
の
う
ち
、『
論
語
』
は
、
正
倉
院
文
書
に
そ

の
名
が
見
え

（
（
（

、
ま
た
、
木
簡
に
習
書
が
見
え
る（

（
（

等
、
古
く
か
ら
広
く
講
読
さ
れ
、
日

本
文
化
に
浸
透
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。

　
た
だ
し
、『
論
語
』
は
、
経
文
の
み
の
単
独
の
成
書
と
し
て
で
は
な
く
、
注
釈
を

伴
っ
た
書
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（
（

。
従
っ
て
、
日
本
古
代
に
於
け
る

『
論
語
』
の
受
容
と
は
、
厳
密
に
は
『
論
語
』
注
釈
書
の
受
容
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
日
本
古
代
の
『
論
語
』
注
釈
書
の
受
容
に
つ
い
て
、
歴
史
学
の
分
野
で
は
、
三
国

魏
の
何
晏
（
一
九
〇
～
二
四
九
）
の
『
論
語
集
解
』
の
受
容
に
関
し
て
は
考
察
が
加

え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
後
述
す
る
如
く
、『
論
語
集
解
』
と
と
も
に
広
範
に
利
用

さ
れ
て
い
た
六
朝
梁
の
皇
侃
（
四
八
八
～
五
四
五
）
に
よ
り
撰
せ
ら
れ
た
『
論
語
義

疏
』
に
つ
い
て
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
日
本
古
代
に
於

け
る
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
諸
相
の
一
斑
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

❶
日
本
古
代
中
世
の『
論
語
義
疏
』に
関
す
る
研
究
の
現
状
と
課
題

　
第
一
項
　
受
容
研
究

　
ま
ず
、
日
本
中
世
に
於
け
る
儒
教
・
儒
学
の
受
容
の
研
究
の
嚆
矢
と
し
て
、
名
を

挙
げ
る
べ
き
は
、
足
利
衍
述
氏

（
（
（

で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
江
戸
時
代
の
盛
運
を
醸
成
し
た

の
は
朱
子
学
の
思
想
的
背
景
に
よ
る
も
の
と
の
認
識
か
ら
、
そ
の
起
源
を
解
明
す
る

た
め
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
儒
教
・
儒
学
、
就
中
、
朱
子
学
を
史
的
に
考
察
し
た
。

主
に
、
人
物
や
家
に
つ
い
て
立
項
し
、
列
伝
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
当
該
分
野
の
先

駆
的
研
究
と
言
え
よ
う
。
序
論
中
に
「
鎌
倉
時
代
以
前
に
於
け
る
我
国
儒
教
」
と
題

し
て
立
項
し
、
古
代
の
通
経
の
儒
と
し
て
清
原
頼
業
・
藤
原
頼
長
・
藤
原
通
憲
、
等

を
指
摘
し
た
。
ま
た
、「
経
書
講
抄
書
目
解
題
」
に
於
い
て
、
日
本
中
世
に
邦
人
に

よ
り
撰
せ
ら
れ
た
『
論
語
』
注
釈
書
に
つ
い
て
、（
一
）
本
文
は
『
論
語
集
解
』、
な

い
し
は
『
論
語
義
疏
』
に
よ
る
も
、
講
義
は
新
古
両
注
の
折
衷
で
あ
る
こ
と
、（
二
）

講
義
の
際
に
依
拠
し
た
古
注
は
、
主
と
し
て
『
論
語
集
解
』
や
『
論
語
義
疏
』
で
あ
っ

て
、
時
に
は
北
宋
の
邢
昺
『
論
語
正
義
』
も
採
用
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
、（
三
）

説
く
と
こ
ろ
は
主
に
清
原
家
の
家
説
に
よ
る
こ
と
、（
四
）『
論
語
総
略
』
は
鎌
倉
時

代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
書
写
に
か
か
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
既
に
古
注
と
新
注

と
を
折
衷
す
る
学
風
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
資
料
で
あ
る
こ
と
、
等

を
主
張
し
た
。

　
日
本
古
代
に
於
け
る
漢
籍
・
漢
学
受
容
の
実
態
の
解
明
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、

内
野
熊
一
郎
氏

（
（
（

で
あ
る
。
氏
は
、
漢
学
の
う
ち
経
学
に
着
目
し
た
。
主
と
し
て
文
飾

さ
れ
た
経
書
の
句
説
の
事
例
を
日
本
古
代
典
籍
か
ら
捜
索
し
、
そ
の
典
拠
を
検
討
し
、

日
本
古
代
に
於
け
る
経
学
の
実
態
を
究
明
し
た
。
そ
の
一
斑
と
し
て
、『
論
語
』
注

釈
書
の
受
容
に
つ
い
て
、（
一
）
奈
良
時
代
の
論
語
学
は
『
論
語
鄭
玄
注
』、『
論
語

集
解
』、『
論
語
義
疏
』
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、（
二
）
平
安
時
代
初
期
の
論
語
学

に
於
い
て
は
『
論
語
義
疏
』
が
確
実
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
、
等
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
阿
部
隆
一
氏

（
（
（

は
、
書
誌
学
・
文
献
学
の
立
場
か
ら
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時

代
末
期
の
『
論
語
』、
室
町
時
代
の
『
孟
子
』、
の
各
講
究
を
、
邦
人
に
よ
り
撰
せ
ら

れ
た『
論
語
』と『
孟
子
』の
各
注
釈
書
の
厳
密
な
原
本
調
査
に
基
づ
い
た
検
討
に
よ
っ

て
解
明
し
た
。『
論
語
』
の
講
究
に
つ
い
て
、（
一
）
お
お
よ
そ
、
古
注
を
主
体
と
し

な
が
ら
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
、
新
注
に
傾
倒
し
、
新
注
を
採
用
す
る
こ
と
が
多

く
、
新
古
両
注
折
衷
と
な
る
こ
と
、（
二
）
清
原
家
の
抄
物
を
見
る
と
、
単
な
る
量
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旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
に
論
及
し
た
点
は
高
く
評
価
で
き
る
。

　
先
の
第
一
期
と
次
の
第
二
期
の
間
に
、
阿
部
隆
一
氏

（
（（
（

に
よ
る
「
金
沢
文
庫
蔵
鎌
倉

鈔
本
周
易
注
疏
其
他
雑
抄
と
老
子
述
義
の
佚
文
」
が
あ
る
。『
周
易
注
疏
其
他
雑
抄

（
（（
（

』

は
、
東
大
寺
凝
然
の
高
弟
智
照
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
『
華

厳
演
義
鈔
』
に
引
く
外
典
（
漢
籍
）
を
抽
出
し
、
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
氏

は
、『
周
易
注
疏
其
他
雑
抄
』
所
引
『
論
語
義
疏
』
と
、
武
内
本
及
び
諸
旧
鈔
本
『
論

語
義
疏
』
と
を
比
較
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、『
周
易
注
疏
其
他
雑
抄
』
所
引
『
論

語
義
疏
』
に
は
武
内
本
等
に
比
し
て
、
誤
脱
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
間
々
武
内
本

等
を
校
勘
し
得
る
所
が
認
め
ら
れ
、
皇
侃
疏
校
勘
上
、
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
、

更
に
は
、
鎌
倉
時
代
以
前
に
溯
及
す
る
日
本
古
典
籍
に
引
く
漢
籍
の
文
辞
や
、
書
入

は
漢
籍
校
勘
上
、
重
要
視
す
べ
き
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。

　
氏
が
、
書
誌
学
・
文
献
学
、
と
り
わ
け
校
勘
学
の
見
地
か
ら
、
日
本
古
典
籍
所
引

『
論
語
義
疏
』
の
性
格
や
校
勘
資
料
と
し
て
の
貴
重
性
を
説
い
た
こ
と
は
、
極
め
て

重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　
第
二
期
の
高
橋
均
・
山
口
謠
司
の
両
氏
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
当
該
時
期
は
、
高
橋
均
氏

（
（（
（

の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
、『
論
語
義
疏
』
の
文
献
学

的
研
究
が
牽
引
さ
れ
、
前
進
し
た
時
期
と
言
え
る
。
氏
は
一
連
の
研
究
で
、（
一
）

旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
諸
本
全
て
に
邢
昺
『
論
語
正
義
』
が
竄
入
し
て
い
る
こ
と
、

並
び
に
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
に
竄
入
し
た
『
論
語
正
義
』
は
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』

諸
本
間
で
殆
ど
異
同
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
日
本
に
於
い
て
旧
鈔
本
『
論
語
義

疏
』
に
『
論
語
正
義
』
が
竄
入
し
、
そ
れ
が
祖
本
と
な
り
、
伝
写
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
、（
二
）
敦
煌
本
『
論
語
疏
』
と
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
と
で
は
、
先
行
す
る
の

は
敦
煌
本
『
論
語
疏
』
の
形
式
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、

（
三
）
敦
煌
本
『
論
語
疏
』
の
形
式
を
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
形
式
に
改
編
し
た

特
定
の
編
者
が
存
在
し
た
可
能
性
を
推
定
し
た
。
更
に
、（
四
）
武
内
氏
が
校
勘
す

る
際
に
使
用
し
な
か
っ
た
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
や
敦
煌
本
『
論
語
疏
』
を
資
料
に

加
え
、
校
勘
し
た
。

　
と
り
わ
け
、
氏
が
、
日
本
古
典
籍
所
引
『
論
語
義
疏
』
と
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』

及
び
敦
煌
本
『
論
語
疏
』
と
を
比
較
検
討
し
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
が
唐
鈔
本
に

由
来
す
る
本
文
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
日
本
古
代
中
世
の
『
論
語
義
疏
』
の
実
態
を
把
捉
す
る
に
は
、
使

用
し
た
日
本
古
典
籍
が
『
令
集
解
』・『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』・『
世
俗
諺
文
』・『
論

語
総
略
』
の
四
書
で
は
決
し
て
充
分
と
は
言
い
難
く
、
更
に
、『
令
集
解
』
に
新
訂

増
補
国
史
大
系
本
を
、『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
に
日
本
思
想
大
系
『
空
海
』
所

収
本
並
び
に
『
弘
法
大
師 

空
海
全
集
』
本
を
用
い
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
の
選
定
に

問
題
が
あ
る
。

　
一
方
、
山
口
謠
司
氏

（
（（
（

は
「『
論
語
義
疏
』
の
系
統
に
就
い
て
」
に
於
い
て
、『
令
集

解
』・『
令
義
解
』・『
政
事
要
略
』・『
性
霊
集
略
注
』・『
弘
決
外
典
鈔
』・『
世
俗
諺
文
』

の
各
書
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
義
疏
』
と
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
を
底
本
並
び
に

対
校
本
と
す
る
武
内
本
、
及
び
敦
煌
本
『
論
語
疏
』
と
を
比
較
検
討
し
、
そ
の
結
果

を
、（
一
）
日
本
古
典
籍
所
引
『
論
語
義
疏
』
と
武
内
本
で
は
本
文
に
少
な
か
ら
ざ

る
異
同
が
見
え
る
も
の
、（
二
）
日
本
古
典
籍
所
引
『
論
語
義
疏
』
に
は
見
え
る
が
、

武
内
本
に
は
見
え
な
い
本
文
を
持
つ
も
の
、（
三
）
日
本
古
典
籍
所
引
『
論
語
義
疏
』

に
は
見
え
な
い
が
、
武
内
本
に
は
見
え
る
も
の
、
に
三
分
類
し
た
。
こ
れ
ら
の
異
同

を
単
純
な
誤
写
・
衍
字
衍
文
・
脱
字
脱
文
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
武
内
本
が
日
本

古
典
籍
所
引
『
論
語
義
疏
』、
敦
煌
本
『
論
語
疏
』
と
系
統
を
異
に
す
る
こ
と
に
起

因
す
る
も
の
と
し
、
長
澤
氏
の
説
を
承
け
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
は
宋
刊
本
に
由

来
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
可
能
性
を
主
張
し
た
。

　
氏
が
、
右
に
述
べ
た
（
一
）～（
三
）
の
字
句
の
異
同
を
、
直
ち
に
本
文
系
統
に
関

わ
る
も
の
と
断
じ
て
い
る
点
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
氏
が
、『
論
語
義
疏
』
を
引
く
日
本
古
典
籍
と
し
て
、『
令
集
解
』・『
令
義

解
』・『
政
事
要
略
』・『
性
霊
集
略
注
』・『
弘
決
外
典
鈔
』・『
世
俗
諺
文
』
の
六
書
を

用
い
た
こ
と
は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、『
令
集
解
』・『
令
義
解
』・

『
政
事
要
略
』
の
テ
キ
ス
ト
に
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
を
用
い
て
い
る
等
、
テ
キ
ス
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的
な
新
古
両
注
の
折
衷
で
は
な
く
、
訓
詁
字
義
の
点
で
は
古
注
を
多
く
踏
襲
し
て
も
、

義
理
の
点
は
新
注
た
る
朱
注
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、（
三
）
宋
学
は
当
初
、

禅
僧
に
よ
り
移
入
さ
れ
た
も
の
の
、
清
原
家
は
経
学
に
於
い
て
、
五
山
の
叢
林
よ
り

宋
学
の
享
受
が
積
極
的
で
あ
る
こ
と
、（
四
）
経
書
の
講
読
に
つ
い
て
、
や
や
も
す

れ
ば
五
山
の
叢
林
は
作
詩
作
文
の
補
助
手
段
の
傾
向
が
見
え
る
の
に
比
べ
、
清
原
家

は
儒
本
来
の
態
度
に
立
と
う
と
し
、
経
書
の
学
識
理
解
の
点
に
於
い
て
も
、
清
原
家

は
五
山
の
叢
林
と
は
格
段
の
差
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
等
を
解
明
し
、
中
世
の
漢
学

の
中
心
と
な
っ
た
の
は
五
山
の
叢
林
で
あ
り
、
宋
学
の
摂
取
も
五
山
の
叢
林
が
中
心

で
、
清
原
家
は
五
山
の
叢
林
に
先
ん
じ
ら
れ
た
等
、
清
原
家
の
地
位
を
低
く
評
価
す

る
従
来
の
説
に
対
し
、
批
判
論
駁
し
た
。
更
に
、
氏
は
、『
論
語
義
疏
』に
つ
い
て
、「
現

本
（
現
存
旧
鈔
本
―
筆
者
注
）
が
必
し
も
侃
（
皇
侃
―
筆
者
注
）
の
旧
形
を
悉
く
完

備
す
る
に
非
ざ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、（
邢
昺
正
義
の
―
筆
者
注
）
竄
入
の

箇
所
を
除
け
ば
、
書
写
の
体
式
を
別
と
し
て
は
殆
ど
旧
形
に
近
い
と
推
定
さ
れ
る
。」

と
し
、
ま
た
、「
皇
疏
が
室
町
時
代
に
根
強
い
影
響
力
を
有
し
た
の
は
、
皇
疏
自
体

の
注
解
の
態
度
目
的
内
容
が
、
我
が
室
町
期
の
そ
れ
に
全
く
一
致
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
皇
疏
は
六
朝
時
代
の
経
師
の
諸
説
を
集
成
し
、
そ
れ
を
講
義
風
に
平
易
に
叙

述
し
、
独
創
的
学
術
性
を
有
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
啓
蒙
的
な
講
義
本
で
あ
る
。
そ

の
文
体
用
語
法
等
よ
り
考
え
て
、
皇
疏
は
元
来
皇
侃
が
行
っ
た
講
義
の
聞
書
筆
録
を

整
理
し
て
成
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
筆
者
（
阿
部
隆
一
氏
―
筆
者
注
）
は
秘

に
推
測
し
て
い
る
。
即
ち
皇
侃
義
疏
は
そ
の
性
格
上
、
六
朝
時
代
に
於
け
る
、
言
わ

ば
仮
名
抄
に
該
当
す
る
。
此
が
室
町
時
代
の
仮
名
抄
盛
行
期
の
趣
尚
に
合
致
し
た
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、『
論
語
義
疏
』
の
原
撰
本
復
原
や
旧
鈔

本
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
伝
本
の
多
く
が
室
町
時
代
の

書
写
に
か
か
る
こ
と
の
意
味
、
等
を
検
討
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　
和
島
芳
男
氏

（
（
（

は
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
日
本
中
世
に
於
け
る
宋
学
受
容
を
歴
史

的
に
解
明
し
た
。
そ
の
中
で
、『
論
語
』
注
釈
書
の
受
容
に
つ
い
て
、（
一
）
奈
良
時

代
の
大
学
寮
に
於
い
て
は
、『
論
語
』
注
釈
書
と
し
て
『
論
語
鄭
玄
注
』
と
『
論
語

集
解
』が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、（
二
）平
安
時
代
中
期
の
官
人
層
は
、
明
経
道
に
代
わ
っ

て
紀
伝
道
が
栄
え
た
こ
と
か
ら
、『
五
経
正
義
』
を
知
ら
ず
、『
論
語
集
解
』
を
読
ま

ず
と
も
、
詔
勅
・
宣
命
等
の
起
草
に
あ
ず
か
り
、
四
六
駢
儷
文
等
の
技
巧
に
よ
っ
て

権
門
勢
家
の
知
遇
を
得
て
官
途
の
昇
進
を
期
待
す
る
よ
う
な
状
況
で
、
経
学
の
素
養

が
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
、（
三
）
藤
原
頼
長
は
、『
五
経
正
義
』
や
『
論
語
義
疏
』

を
家
司
藤
原
成
佐
等
と
談
義
し
て
習
得
し
、
養
老
学
令
所
定
の
も
の
よ
り
、
新
し
い

唐
代
正
義
の
学
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
、（
四
）
花
園
天
皇
が
『
論
語
』
談
義
を
催

す
た
め
に
、
自
ら
『
論
語
義
疏
』、
北
宋
の
邢
昺
『
論
語
正
義
』、
南
宋
の
朱
熹
『
論

語
集
注
』
並
び
に
『
論
語
精
義
』、
朱
氏
竹
隠
注
等
を
抄
出
し
て
い
た
こ
と
、（
五
）

鎌
倉
時
代
に
は
朝
儀
が
衰
退
し
、
明
経
家
は
本
来
の
大
学
寮
教
官
と
し
て
の
職
能
が

狭
め
ら
れ
、
家
学
・
家
説
の
進
講
・
伝
授
が
主
な
活
動
に
な
っ
て
お
り
、
醍
醐
寺
三

宝
院
所
蔵
『
論
語
集
解
』
及
び
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
『
論
語
集
解
』
の
奥
書
・
識

語
が
示
す
如
く
、
中
原
・
清
原
両
家
が
古
注
を
相
伝
・
伝
授
し
て
い
た
こ
と
、（
六
）

明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
に
大
内
義
興
が
正
平
版
『
論
語
集
解
』
五
冊
を
覆
刻
し
た

こ
と
、（
七
）
足
利
学
校
に
は
七
代
庠
主
九
華
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
『
論
語
集
解
』

一
冊
・『
同
』
五
冊
の
二
種
が
存
し
、
一
冊
本
は
別
筆
に
て
皇
侃
・
邢
昺
の
疏
、
新

注
が
書
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
九
華
以
後
も
新
古
両
注
折
衷
の
学
風
で
あ
っ
た
こ
と
、

等
を
明
ら
か
に
し
た
。
氏
の
研
究
に
よ
り
、
初
め
て
『
論
語
』
注
釈
書
の
受
容
が
歴

史
学
的
視
点
に
立
っ
て
考
察
さ
れ
、
古
記
録
や
奥
書
・
識
語
か
ら
『
論
語
』
注
釈
書

受
容
の
事
実
と
受
容
層
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
高
く
評
価
で
き
る
。

　
し
か
し
、
氏
の
研
究
は
、
主
に
『
論
語
集
解
』
の
受
容
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、『
論

語
義
疏
』
に
つ
い
て
多
く
は
述
べ
て
い
な
い
。
古
代
で
は
『
台
記
』、
中
世
で
は
『
花

園
天
皇
宸
記
』
の
各
事
跡
に
よ
っ
て
、『
論
語
義
疏
』
の
受
容
を
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
両
古
記
録
に
現
れ
る
事
跡
の
み
が
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
実
相
で
は
な
く
、
そ

の
片
鱗
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
氏
は
、
古
記
録
や
奥
書
・
識
語
を
例
証
と
し
て
い
る

た
め
、
受
容
の
事
実
を
示
す
に
止
ま
り
、
実
際
に
受
容
さ
れ
た
『
論
語
』
注
釈
書
の

系
統
・
性
格
を
解
明
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
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一
方
、
近
年
、
高
橋
智
氏

（
（
（

は
室
町
時
代
古
鈔
本
『
論
語
集
解
』
の
文
献
学
的
研
究

を
行
っ
た
。
氏
は
、
室
町
時
代
古
鈔
本
『
論
語
集
解
』
の
日
本
所
在
八
四
本
、
台
湾

所
在
一
〇
本
を
詳
細
に
原
本
調
査
し
、
室
町
時
代
に
於
け
る
『
論
語
集
解
』
の
流
伝
、

系
統
を
解
明
し
た
。
室
町
時
代
に
於
け
る
『
論
語
集
解
』
を
、
清
家
本
系
、
正
平
版

系
、
義
疏
竄
入
本
系
に
大
別
し
、
特
に
義
疏
竄
入
本
系
は
寺
院
系
の
テ
キ
ス
ト
に
多

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
更
に
、（
一
）室
町
時
代
中
後
期
書
写
に
係
る
旧
鈔
本『
論

語
義
疏
』
と
、
足
利
学
校
な
い
し
は
そ
の
周
辺
で
書
写
さ
れ
た
『
論
語
集
解
』
等
の

漢
籍
古
鈔
本
と
は
書
式
や
字
様
に
於
い
て
類
似
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
旧
鈔

本
『
論
語
義
疏
』
は
足
利
学
校
を
中
心
に
発
信
さ
れ
た
も
の
で
、
足
利
学
校
の
学
団

や
学
僧
が
『
論
語
集
解
』
の
転
写
を
繰
り
返
す
過
程
で
、『
論
語
義
疏
』
等
を
吸
収

し
既
存
の
『
論
語
集
解
』
の
テ
キ
ス
ト
内
に
反
映
さ
せ
て
、
義
疏
竄
入
本
系
が
形
成

さ
れ
て
い
き
、
室
町
時
代
後
半
期
に
は
こ
れ
が
多
く
出
現
し
た
こ
と
、（
二
）
古
活

字
印
刷
の
到
来
と
と
も
に
、
清
家
本
を
基
に
慶
長
刊
本
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、（
三
）

寺
院
系
の
テ
キ
ス
ト
は
近
世
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
く
、
後
の
幕
末
の
書
誌
学

者
や
蔵
書
家
が
こ
れ
を
見
出
す
ま
で
、
世
に
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、
等
を

明
ら
か
に
し
た
。
氏
の
研
究
を
、
日
本
中
世
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
視
点

か
ら
見
る
と
、『
論
語
義
疏
』
が
足
利
学
校
を
中
心
に
発
信
さ
れ
た
こ
と
、
義
疏
竄

入
本
系
『
論
語
集
解
』
が
寺
院
系
の
テ
キ
ス
ト
に
多
い
こ
と
、
を
解
明
し
た
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。

　
以
上
、
日
本
古
代
中
世
の
『
論
語
義
疏
』
に
関
す
る
研
究
の
現
状
と
課
題
の
う
ち
、

受
容
研
究
の
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。『
論
語
義
疏
』
に
つ
い
て
、
阿
部
氏
に

よ
る
書
誌
学
・
文
献
学
か
ら
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
歴
史
学
か
ら
の
和
島
、

書
誌
学
・
文
献
学
か
ら
の
高
橋
智
の
両
氏
の
研
究
は
『
論
語
集
解
』
が
主
で
あ
っ
て
、

ま
た
、
足
利
氏
は
中
世
の
儒
教
・
儒
学
史
、
内
野
氏
は
古
代
に
於
け
る
経
学
の
受
容

研
究
、
か
ら
の
成
果
で
あ
る
。
か
か
る
研
究
状
況
か
ら
鑑
み
る
に
、
右
の
諸
論
考
が

存
す
る
一
方
、『
論
語
義
疏
』
受
容
の
変
遷
を
跡
づ
け
る
研
究
は
、
未
だ
充
分
で
は

な
い
状
況
と
言
え
る
。

　
第
二
項
　
旧
鈔
本『
論
語
義
疏
』の
文
献
学
的
研
究

　
近
代
に
於
け
る
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
文
献
学
的
研
究
の
歴
史
は
、
主
と
し
て
、

第
一
期 

武
内
義
雄
・
長
澤
規
矩
也
、
第
二
期 

高
橋
均
・
山
口
謠
司
、
第
三
期 

影
山

輝
國
の
諸
氏
に
大
別
で
き
る
。

　
第
一
期
の
武
内
義
雄
・
長
澤
規
矩
也
の
両
氏
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
武
内
氏

（
（
（

は
、
古
典
学
の
大
前
提
と
な
る
本
文
の
復
原
に
取
り
組
ん
だ
。『
論

語
義
疏
（
校
本
）・
校
勘
記
』（
以
下
、
武
内
本
と
略
称
す
る
）
は
、
文
明
本
（
龍
谷

大
学
大
宮
図
書
館
写
字
台
文
庫
所
蔵
）
を
底
本
に
選
定
し
、
宝
徳
本
（
石
川
文
化
事

業
財
団
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
所
蔵
）
以
下
、
全
一
〇
本
を
対
校
本
と
し
て
、

旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
本
文
を
校
勘
・
復
原
し
た
。
武
内
本
が
完
成
し
た
こ
と
に

よ
り
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
文
献
学
的
研
究
は
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。
た
だ
し
、

旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
に
つ
い
て
は
究
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
他
、
武
内
氏

の
「
梁
皇
侃
論
語
義
疏
に
つ
い
て
」
は
、
武
内
本
に
於
い
て
校
勘
に
用
い
た
旧
鈔
本

『
論
語
義
疏
』
諸
本
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、『
論
語
義
疏
』
の
原
形
・
来
歴
等
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
論
語
皇
疏
校
訂
の
一
資
料
─
国
宝
論
語
総
略
に
つ

い
て
─
」
及
び
「
国
宝
論
語
総
略
に
つ
い
て
」
は
、『
論
語
義
疏
』
の
原
形
を
窺
知

せ
し
め
る
資
料
と
し
て
、
曼
殊
院
門
跡
寄
託
京
都
国
立
博
物
館
保
管
『
論
語
総
略
』

を
考
察
し
、
校
勘
資
料
と
し
て
の
有
効
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
長
澤
氏

（
（（
（

は
「
論
語
義
疏
伝
来
に
関
す
る
疑
問
」
に
於
い
て
、
旧

鈔
本
『
論
語
義
疏
』
は
唐
鈔
本
に
由
来
す
る
テ
キ
ス
ト
と
す
る
一
般
的
な
認
識
に
対

し
、『
経
典
釈
文
』
所
引
皇
侃
疏
が
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
と
一
致
し
な
い
こ
と
、

台
北
国
立
故
宮
博
物
院
所
蔵
盈
進
齋
本
以
外
の
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
は
北
宋
の
邢

昺
疏
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
皇
侃
疏
の
原
形
は
単
疏
本
形
式
と
推
測
さ
れ
る
が
、
単

疏
本
形
式
の
鈔
本
が
伝
存
し
て
い
な
い
こ
と
、
か
ら
宋
刊
本
に
由
来
す
る
テ
キ
ス
ト

の
可
能
性
を
提
起
し
た
。

　
長
澤
氏
が
、
研
究
を
行
う
上
で
無
批
判
に
資
料
を
用
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
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ト
の
選
定
に
問
題
が
あ
る
。

　
第
三
期
の
影
山
輝
國
氏

（
（（
（

は
、
武
内
本
や
高
橋
均
氏
に
よ
る
校
本
の
不
備
を
補
訂
す

る
目
的
か
ら
研
究
を
行
い
、
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
。
氏
は
、「『
論
語
義
疏
』
校
定

本
及
校
勘
記
─
皇
侃
自
序
」
及
び
「『
論
語
義
疏
』
校
定
本
及
校
勘
記
─
何
晏
集
解

序
疏
─
」
に
於
い
て
、
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
所
蔵
本
を
含
め
、
三
六
本
の
旧
鈔
本

『
論
語
義
疏
』
の
悉
皆
調
査
を
行
い
、
三
六
本
の
他
、
武
内
本
及
び
根
本
武
夷
校
正

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
刊
本
の
二
本
を
含
め
て
校
勘
を
行
っ
た
。
氏
の
研
究
は
、

現
時
点
で
の
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
文
献
学
的
研
究
の
到
達
点
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。

　
な
お
、
氏
に
よ
る
「
翻
刻
『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）
─
皇
侃
自
序
─
」
並
び
に
「
翻

刻
『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）
─
何
晏
集
解
序
疏
─
」
は
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』

の
悉
皆
調
査
の
過
程
で
得
た
成
果
を
提
出
し
た
も
の
で
、
室
町
時
代
の
釈
家
に
於
け

る
『
論
語
義
疏
』
の
解
釈
や
外
典
解
釈
を
窺
う
上
で
重
要
な
資
料
と
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
右
の
影
山
氏
及
び
洲
脇
武
志
氏
・
齋
藤
建
太
氏
に
よ
る
「
翻
刻
『
論
語
義

疏
』（
大
槻
本
）
─
学
而
篇
・
為
政
篇
─

（
（（
（

」
は
影
山
氏
の
翻
印
の
続
編
で
あ
る
。

　
他
方
、
洲
脇
氏

（
（（
（

は
、「
市
島
本
『
論
語
義
疏
』
跋
文
に
つ
い
て
」
に
於
い
て
、
市

島
謙
（
一
八
二
九
～
一
八
八
四
）
の
書
写
に
か
か
る
新
潟
県
新
発
田
市
の
市
島
酒
造

株
式
会
社
市
島
史
料
館
所
蔵
『
論
語
義
疏
』（
以
下
、
市
島
本
と
略
称
す
る
）
の
跋

文
の
翻
字
及
び
書
き
下
し
を
行
い
、（
一
）
狩
谷
棭
齋
湯
島
求
古
楼
蔵
本
（
以
下
、

求
古
楼
本
と
略
称
す
る
）
→
丹
羽
思
亭
本
→
市
島
本
、
の
如
き
書
承
関
係
、
す
な
わ

ち
求
古
楼
本
は
市
島
本
の
祖
本
と
推
定
し
、
更
に
求
古
楼
本
は
天
正
年
間
（
一
五
七

三
～
一
五
九
二
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、（
二
）
慶
應
義
塾
図
書
館

所
蔵
天
文
本
は
丹
羽
思
亭
の
門
人
円
山
善
甫
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
当
初
は
完
本
で

あ
っ
た
こ
と
、（
三
）「
求
古
楼〔

本
〕は

邢
昺
正
義
の
竄
入
が
無
く
、
根
本
刊
本
序
文
に
極

め
て
類
似
し
た
序
文
が
備
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
」
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
文
献
学
的
研
究
の
現
状
と
課
題
を
述
べ
て

き
た
が
、
本
稿
に
関
わ
る
特
に
重
要
な
点
を
示
す
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　『
論
語
義
疏
』の
本
文
復
原
は
、
武
内
氏
が
先
鞭
を
つ
け
、
そ
の
成
果
を
高
橋
均
・

影
山
の
両
氏
が
批
判
的
に
継
承
し
た
が
、
三
氏
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
何
れ
も

旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
相
互
の
校
勘
で
あ
り
、
室
町
時
代
の
時
点
で
の
『
論
語
義
疏
』

の
復
原
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
論
語
義
疏
』
は
早
く
奈
良
時
代
よ
り
講
読

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
た
本
文
復
原
の
試
み
が

求
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
阿
部
氏
が
、
鎌
倉
時
代
書
写
に
か
か
る
『
周
易
注
疏
其
他

雑
抄
』
所
引
『
論
語
義
疏
』
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
並
び
に
『
論
語
義
疏
』
の
本
文

校
勘
資
料
と
し
て
の
有
効
性
を
唱
え
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
で
き
る
。

　
第
三
項
　
本
稿
の
視
角

　
以
上
、
先
行
研
究
の
現
状
と
課
題
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
先
行
研
究
の
問
題

点
を
次
に
ま
と
め
る
と
、

　
　
① 

武
内
氏
は
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
を
解
明
せ
ず
に
本
文
の
校
勘
・

復
原
作
業
を
行
っ
た
こ
と

　
　
② 

旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
に
つ
い
て
、
長
澤
氏
が
宋
刊
本
に
由
来
す
る

可
能
性
を
提
起
し
、
こ
れ
を
承
け
て
山
口
氏
が
宋
刊
本
説
を
主
張
す
る
が
、

一
方
、
高
橋
均
氏
は
唐
鈔
本
に
由
来
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
宋
刊
本
・
唐
鈔

本
の
両
説
が
併
存
す
る
こ
と

　
　
③ 

高
橋
均
・
山
口
の
両
氏
が
日
本
古
典
籍
所
引
『
論
語
義
疏
』
を
検
討
材
料
と

す
る
際
の
、
日
本
古
典
籍
の
テ
キ
ス
ト
選
定
に
問
題
が
あ
る
こ
と

　
　
④ 

武
内
・
高
橋
均
・
影
山
の
三
氏
に
よ
る
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
の
校
勘
・
復

原
は
、
室
町
時
代
の
時
点
の
校
勘
・
復
原
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と

の
四
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
決
す
る
に
は
次
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
① 
②
④
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
籍
に
引
く
『
論
語
義
疏
』
を
捜
索
し
、
そ
の

引
用
文
と
、
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
。

　
　
③ 

に
つ
い
て
は
、
無
批
判
に
活
字
本
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
ず
、
良
質
な
写
本
を

270

国立歴史民俗博物館研究報告
第 163集　2011年 3月



用
い
る
こ
と
。

　
以
上
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
受

容
の
実
相
が
歴
史
的
に
解
明
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
歴
史
学
の
立
場
か

ら
日
本
漢
籍
史
研
究
を
行
っ
た
太
田
晶
二
郎
氏

（
（（
（

は
、
漢
籍
史
の
研
究
を
行
う
に
当

た
っ
て
、「
先
づ
、
ど
の
よ
う
な
・
ど
の
漢
籍
が
い
つ
ご
ろ
日
本
に
伝
来
し
て
我
が

国
に
た
し
か
に
存
在
し
世
に
流
布
通
行
し
て
ゐ
た
か
を
明
確
に
し
て
置
く
こ
と
こ
そ

第
一
に
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
右
の
太
田
氏
の
言
に
、
筆
者
は
独
自
に
「
誰
（
如
何
な
る
階
層
）
が
受
容
し
た
か
」

を
加
え
た
い
。
こ
れ
を
本
稿
の
課
題
で
あ
る
『
論
語
義
疏
』
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、

　
　（
一
）『
論
語
義
疏
』
を
含
む
如
何
な
る
『
論
語
』
注
釈
書
が
受
容
さ
れ
た
か

　
　（
二
）
い
つ
ご
ろ
日
本
に
『
論
語
義
疏
』
が
伝
来
し
た
か

　
　（
三
） 

誰
が
『
論
語
義
疏
』
を
受
容
し
た
か
、
な
い
し
は
如
何
な
る
階
層
が
受

容
し
た
か

　
　（
四
）
受
容
さ
れ
た
『
論
語
義
疏
』
は
如
何
な
る
性
格
で
あ
る
か

と
な
る
。（
一
）～（
四
）
を
究
明
す
る
に
は
、〈
Ａ
〉
日
本
古
代
典
籍
か
ら
『
論
語

義
疏
』
の
引
用
文
辞
を
博
捜
し
、
そ
の
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
、〈
Ｂ
〉『
論
語
義
疏
』

を
引
く
古
代
典
籍
の
性
格
、
成
立
時
期
、
及
び
撰
者
周
辺
の
人
的
関
係
を
追
究
す
る

こ
と
、〈
Ｃ
〉
古
代
の
蔵
書
目
録
か
ら
『
論
語
義
疏
』
を
捜
索
す
る
こ
と
、〈
Ｄ
〉
古

代
の
古
記
録
か
ら
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
事
跡
を
渉
猟
す
る
こ
と
、
等
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、〈
Ａ
〉
に
つ
い
て
は
、
旧
稿

（
（（
（

で
明
ら
か
に
し
た
の
で
、
本
稿

で
は
〈
Ｂ
〉～〈
Ｄ
〉
に
つ
い
て
考
察
し
、
日
本
古
代
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
受
容

の
諸
相
の
解
明
を
企
図
し
て
い
る
。〈
Ａ
〉～〈
Ｄ
〉
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日

本
古
代
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
実
相
が
歴
史
的
に
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

❷
日
本
古
代
典
籍
に
見
る『
論
語
』注
釈
書
受
容
の
実
相

　
日
本
古
代
に
於
け
る
漢
籍
の
受
容
並
び
に
利
用
状
況
を
考
察
す
る
上
で
、
漢
籍
の

学
習
に
つ
い
て
も
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
次
の
如
き
資
料
が

あ
る
。

　『
養
老
令
』
に
は
、
経
学
を
学
ぶ
上
で
使
用
す
べ
き
注
釈
書
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
次
に
示
す
と
、『
令
義
解
』
巻
三
・
学
令
第
十
一

（
（（
（

に
、

　
　
　 

凡
敎
授
正
業
、
周
易
鄭
玄
・
王
弼
注
、
尚
書
孔
安
國
・
鄭
玄
注
、
三
禮
・
毛

詩
鄭
玄
注
、
左
傳
服
虔
・
杜
預
注
、
孝
經
孔
安
國
・
鄭
玄
注
、
論
語
鄭
玄
・

何
晏
注
、

と
あ
り
、
学
令
に
大
学
寮
で
教
授
す
べ
き
書
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
『
論

語
』
に
つ
い
て
は
、
後
漢
の
鄭
玄
（
一
二
七
～
二
〇
〇
）
の
『
論
語
鄭
玄
注
』
と
何

晏
の
『
論
語
集
解
』
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、『
養
老
令
』
の
基
と
な
っ
た
唐
令

（
（（
（

を
見
る
と
、

　
　
　 

諸
敎
授
正
業
、
周
易
鄭
玄
・
王
弼
注
、
尚
書
孔
安
國
・
鄭
玄
注
、
三
禮
・
毛

詩
鄭
玄
注
、
左
傳
服
虔
・
杜
預
注
、
公
羊
何
休
注
、
穀
梁
范 

注
、
論
語
鄭

玄
・
何
晏
注
、
孝
經
孔
安
國
・
鄭
玄
注
、
老
子
河
上
公
注
、

と
あ
り
、
や
は
り
、『
論
語
』
注
釈
書
に
つ
い
て
は
『
養
老
令
』
と
同
一
の
『
論
語

鄭
玄
注
』
と
何
晏
の
『
論
語
集
解
』
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い

る
『
論
語
』
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、『
養
老
令
』
と
唐
令
は
異
同
が
な
く
、
前
者
は

後
者
を
踏
襲
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
学
令
に
規
定
さ
れ
た
漢
籍
の
み
が
流
布
し
講
読
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
後
述
の
如
く
、
日
本
古
代
典
籍
に
は
、
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
も
数
多
く
引
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
日
本
古
代
の
『
論
語
』
注
釈
史
上
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』

の
相
対
的
位
置
を
大
局
的
に
究
明
す
る
た
め
、
既
に
『
論
語
義
疏
』
の
引
用
文
辞
の

性
格
に
つ
い
て
検
討
し
た
、『
令
集
解
』・『
弘
決
外
典
鈔
』・『
政
事
要
略
』・『
令
義
解
』

「
上
令
義
解
表
」（
以
下
、「
上
表
文
」
と
略
称
す
る
）
等
の
注
釈
の
、
各
書
に
引
用

さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
の
一
覧
を
以
下
に
掲
げ
、『
論
語
』
注
釈
書
の
受
容
の
状
況
、

及
び
そ
の
中
で
の
『
論
語
義
疏
』
の
位
置
を
考
察
し
て
い
く
。
な
お
、『
政
事
要
略
』
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と
密
接
な
関
係
に
あ
る
『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈

書
も
検
討
材
料
に
加
え
る
。

　
第
一
項
　『
令
集
解
』諸
説

　
貞
観
年
間（
八
五
九
～
八
七
七
）に
明
法
博
士
惟
宗
直
本
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た『
令

集
解
』
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
は
全
四
三
箇
条
認
め
ら
れ
る
。
以
下
の
表

（
に
列
挙
す
る
。
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表
1『

論
語
』注
釈

書
名

篇
名

『
令
集
解
』の
令
名
・
条
名

『
令
集
解
』

諸
説
名

頁
数
─
行
数

（

集
解

八
佾

官
位
令

或
云

（
─
（

（

集
解

子
路

官
位
令

或
云

（
─
（

（

集
解

尭
曰

職
員
令
・
神
祇
官
条

或
云

（（
─
（
行
間
書
入

（

論
語（
経
文
）
八
佾

職
員
令
・
神
祇
官
条

或
云

（（
─
（
行
間
書
入

（

義
疏

八
佾

職
員
令
・
中
務
省
・
画
工
司
条

釈

（（
─
（
左

（

集
解

微
子

職
員
令
・
民
部
省
条

古
記

（（
─
（
右

（

集
解

雍
也

職
員
令
・
左
衛
士
府
条

釈

（（（
─
（
右

（

義
疏

雍
也

職
員
令
・
左
衛
士
府
条

古
記

（（（
─
（
右

（

義
疏

皇
序

後
宮
職
員
令
・
書
司
条

古
記

（（（
─
（
左

（0

義
疏

為
政

東
宮
職
員
令
・
東
宮
傅
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

集
解

為
政

僧
尼
令
・
徳
行
釈

釈

（（（
─
（
左

（（

集
解

為
政

僧
尼
令
・
徳
行
釈

古
記

（（（
─
（
右

（（

義
疏

八
佾

戸
令
・
聴
養
条

釈

（（（
─
（
左

（（

義
疏

為
政

戸
令
・
国
遣
行
条

讃

（（0
─
（
右

（（

集
解

雍
也
・
子
張

戸
令
・
国
遣
行
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

集
解

学
而

戸
令
・
国
遣
行
条

古
記

（（（
─
（
左

（（

集
解

学
而

戸
令
・
国
遣
行
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

論
語（
経
文
）
学
而
・
公
冶
長

戸
令
・
国
遣
行
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

論
語（
経
文
）
学
而

戸
令
・
国
遣
行
条

讃

（（（
─
（
左

（0

論
語（
経
文
）
公
冶
長

戸
令
・
国
遣
行
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

集
解

公
冶
長

戸
令
・
国
遣
行
条

古
記

（（（
─
（
左

（（

義
疏

子
路

田
令
・
園
地
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

論
語（
経
文
）
子
路

田
令
・
賃
租
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

集
解

郷
党

賦
役
令
・
調
絹
絁
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

集
解

八
佾

賦
役
令
・
辺
遠
国
条

釈

（0（
─
（
右

（（

義
疏

先
進

賦
役
令
・
孝
子
条

古
記

（（（
─
（
左

（（

集
解

為
政

学
令
・
釈
奠
条

釈

（（（
─
（
右

（（

集
解

為
政

学
令
・
釈
奠
条

古
記

（（（
─
（
左

（（

義
疏

述
而

学
令
・
在
学
為
序
条

釈

（（（
─
（
右

（0

義
疏

述
而

学
令
・
在
学
為
序
条

古
記

（（（
─
（
右

（（

論
語（
経
文
）
先
進

選
叙
令
・
応
選
条

古
記

（（（
─
（
左

（（

義
疏

陽
貨

選
叙
令
・
郡
司
条

釈

（（（
─
（
右

（（

集
解

子
罕

選
叙
令
・
秀
才
進
士
条

釈

（0（
─
（
右

（（

集
解

公
冶
長

継
嗣
令
・
定
嫡
子
条

釈

（（（
─
（
右

（（

論
語（
経
文
）
子
路

継
嗣
令
・
定
嫡
子
条

古
記

（（（
─
（
左



　
以
上
を
、
ま
ず
、『
論
語
』
注
釈
書
ご
と
に
分
類
す
る
と
、『
論
語
集
解
』
が
二
〇

箇
条
、『
論
語
義
疏
』
が
一
三
箇
条
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
経
文
を
引
用

す
る
の
み
で
、
如
何
な
る
『
論
語
』
注
釈
書
を
利
用
し
て
の
引
用
か
判
断
し
難
い
も

の
が
一
〇
箇
条
存
す
る
。

　
次
に
、
こ
れ
ら
を
明
法
家
に
よ
る
大
宝
・
養
老
令
の
諸
説
ご
と
に
分
類
す
る
。

　「
古
記
」
全
二
三
箇
条
の
う
ち
、『
論
語
集
解
』
が
一
〇
箇
条
、『
論
語
義
疏
』
が

七
箇
条
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
経
文
の
み
を
引
用
す
る
も
の
が
六
箇
条
存

す
る
。

　「
釈
」
全
一
三
箇
条
の
う
ち
、『
論
語
集
解
』
が
七
箇
条
、『
論
語
義
疏
』
が
五
箇

条
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
経
文
の
み
を
引
用
す
る
も
の
が
一
箇
条
存
す
る
。

　「
讃
」
全
二
箇
条
の
う
ち
、『
論
語
義
疏
』
が
一
箇
条
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、『
論

語
集
解
』
の
引
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
経
文
の
み
を
引
用
す
る
も
の
が
一
箇

条
存
す
る
。
た
だ
し
、
引
用
条
数
が
少
な
い
の
で
、
利
用
実
態
の
分
析
に
は
適
し
な

い
。

　「
或
云
」
全
四
箇
条
の
う
ち
、『
論
語
集
解
』
が
三
箇
条
認
め
ら
れ
る
が
、『
論
語

義
疏
』
の
引
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
経
文
の
み
を
引
用
す
る
も
の
が
一
箇
条

存
す
る
。
た
だ
、「
或
云
」
の
撰
述
者
や
成
立
期
が
詳
か
で
は
な
く
、
利
用
実
態
の

詳
細
は
不
詳
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
如
き
事
柄
が
言
え
よ
う
。

　
第
一
に
、
先
の
表
（
の
う
ち
、「
古
記
」
に
よ
る
引
用
と
見
ら
れ
る
『
論
語
義
疏
』

は
、
（
・
（
・
（0
・
（（
・
（（
・
（0
・
（（
の
七
箇
条
が
存
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
古

記
」
成
立
期
で
あ
る
天
平
一
〇
年
（
七
三
八
）
頃

（
（（
（

に
は
既
に
『
論
語
義
疏
』
が
日
本

に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
第
二
に
、「
古
記
」
並
び
に
延
暦
六
～
一
〇
年
（
七
八
七
～
七
九
一
）
頃
に
成
立

し
た
「
釈

（
（（
（

」
と
も
に
、『
論
語
義
疏
』
の
他
、『
論
語
集
解
』
が
『
論
語
』
注
釈
書
と

し
て
、
利
用
さ
れ
て
い
る
。「
古
記
」・「
釈
」
何
れ
も
『
論
語
集
解
』
が
『
論
語
義
疏
』

に
比
し
て
引
用
条
数
が
や
や
多
い
も
の
の
、
八
世
紀
に
於
い
て
は
、『
論
語
集
解
』

と
『
論
語
義
疏
』
の
利
用
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　
以
上
の
如
く
、『
論
語
義
疏
』
は
八
～
九
世
紀
を
通
じ
て
、「
古
記
」・「
釈
」・「
讃
」

の
明
法
官
人
に
利
用
さ
れ
た
。

　
第
二
項
　『
弘
決
外
典
鈔
』

　
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
に
村
上
天
皇
の
第
七
皇
子
具
平
親
王
に
よ
り
撰
述
さ
れ
た

『
弘
決
外
典
鈔
』
に
利
用
さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
は
全
一
六
箇
条
認
め
ら
れ
る
。
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（（

義
疏

為
政

考
課
令
・
五
常
事

釈

（（（
─
（
右

（（

論
語（
経
文
）
先
進

考
課
令
・
徳
義
者
内
外
称
事

古
記

（（（
─
（
右

（（

義
疏

為
政

考
課
令
・
徳
義
者
内
外
称
事

古
記

（（（
─
（
右

（（

論
語（
経
文
）
里
仁

考
課
令
・
最
条

古
記

（（（
─
（
右

（0

集
解

雍
也

考
課
令
・
最
条

釈

（（（
─
（
左

（（

集
解

為
政

考
課
令
・
最
条

古
記

（（（
─
（
左

（（

論
語（
経
文
）
子
張

考
課
令
・
最
条

釈

（（（
─
（
左

（（

集
解

子
路

考
課
令
・
最
条

古
記

（（（
─
（
左

　
　
凡
例

　
　
　
○ 

当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、『
令
集
解
』
の
底
本
に
新
訂
増
補
国
史
大
系
二

三
巻
『
令
集
解
』
前
篇
（
一
九
六
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
同
二
四
巻
『
令
集
解
』

後
篇
（
一
九
六
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
用
い
た
。

　
　
　
○ 

『
令
集
解
』の
該
当
箇
所
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
の
頁
数
・
行
数
・
双
行
の

左
右
に
よ
っ
て
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　（
例
）「
（（
─
（
左
」
は
、「
（（
頁
（
行
左
」
を
指
す
。

　
　
　
○ 

な
お
、
当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
戸
川
芳
郎
・
新
井
榮
藏
・
今
駒
有
子
編

『
令
集
解
引
書
索
引
』（
一
九
九
五
年
訂
正
版
、
汲
古
書
院
）
及
び
奥
村
郁
三
編

著
『
令
集
解
所
引
漢
籍
備
考
』（〈
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
研
究
叢
刊
一
四
〉

二
〇
〇
〇
年
、
関
西
大
学
出
版
部
）
を
参
考
に
し
た
。



以
下
の
表
（
に
列
挙
す
る
。

　
先
の
表
（
を『
論
語
』注
釈
書
ご
と
に
分
類
す
る
と
、『
論
語
義
疏
』が
八
箇
条
、『
論

語
集
解
』
が
五
箇
条
、『
論
語
鄭
玄
注
』
と
見
ら
れ
る
も
の
が
一
箇
条
そ
れ
ぞ
れ
認

め
ら
れ
る
。
な
お
、
経
文
を
引
用
す
る
の
み
で
、
如
何
な
る
『
論
語
』
注
釈
書
を
利

用
し
て
の
引
用
か
判
断
し
難
い
も
の
が
二
箇
条
存
す
る
。

　『
弘
決
外
典
鈔
』
に
於
け
る
『
論
語
』
注
釈
書
の
利
用
は
、『
論
語
義
疏
』
が
『
論

語
集
解
』
に
比
し
て
、
や
や
上
回
る
も
の
の
、
両
書
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
如
く
、
村
上
天
皇
第
七
皇
子
の
具
平
親
王
は
、『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
所

引
外
典
を
講
究
す
る
た
め
に
、『
論
語
義
疏
』・『
論
語
集
解
』
等
を
利
用
し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
後
述
す
る
。

　
第
三
項
　『
政
事
要
略
』

　
長
保
二
年
（
一
〇
〇
二
）
に
明
法
博
士
惟
宗
（
令
宗
）
允
亮
に
よ
り
撰
述
さ
れ
た

『
政
事
要
略
』
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
は
全
一
八
箇
条
認
め
ら
れ
る
。
以

下
の
表
（
に
列
挙
す
る
。
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表
2『

論
語
』注
釈
書
名

篇
名

『
弘
決
外
典
鈔
』の
巻
数
・

篇
数（『
止
観
輔
行
伝
弘

決
』の
巻
数
）

頁
数
─
行
数

備
考

（

集
解

子
罕

巻
一

　
序

（
下
─
（

（

義
疏

衛
霊
公

巻
一

　
序

（
上
─
（0

（

義
疏

季
氏

巻
一

　
一

（（
下
─
（

疏
文
を
利
用
し
た
案
語

（

義
疏

季
氏

巻
一

　
一

（（
下
─
（

疏
文
を
利
用
し
た
案
語

（

義
疏

季
氏

巻
一

　
一

（（
下
─
（

疏
文
を
利
用
し
た
案
語

（

義
疏

雍
也

巻
一

　
二

（（
上
─
（（

（

集
解

先
進

巻
一

　
二

（（
下
─
（

（

鄭
玄
注

衛
霊
公

巻
一

　
二

（（
下
─
（（

（

集
解

学
而

巻
二

　
三

（（
上
─
（（

（0

集
解

為
政

巻
二

　
四

（（
上
─
（

（（

義
疏

陽
貨

巻
三

　
五

（0
下
─
（

（（

義
疏

微
子

巻
三

　
五

（（
下
─
（

（（

集
解

里
仁

巻
三

　
六

（（
上
─
（

（（

義
疏

子
罕

巻
三

　
六

（（
上
─
（

（（

論
語（
経
文
）

為
政

巻
四

　
八

（0
上
─
（

（（

論
語（
経
文
）

為
政

巻
四

　
八

（0
上
─
（（

　
　
凡
例

　
　
　
○ 

当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、『
弘
決
外
典
鈔
』
の
底
本
に
天
台
宗
典
編
纂
所

編
『
続
天
台
宗
全
書 

顕
教
３ 

弘
決
外
典
鈔 

玄
義
・
文
句
外
勘
鈔
』（
一
九
八
年
、

春
秋
社
）
を
用
い
た
。

表
3『

論
語
』注
釈

書
名

篇
名

『
政
事
要
略
』の
巻
数
・
篇
名

頁
数
─
行
数

備
考

（

集
解

郷
党

巻
二
九

　
年
中
行
事
十
二
月
下

（
追
儺
）

（（0
─
（（

旧
記
所
引

（

義
疏

郷
党

巻
二
九

　
年
中
行
事
十
二
月
下

（
追
儺
）

（（（
─
（

旧
記
所
引

　
　
　
○ 『
弘
決
外
典
鈔
』
の
該
当
箇
所
は
、
続
天
台
宗
全
書
本
の
頁
数
・
上
下
段
の
別
・

行
数
に
よ
っ
て
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　（
例
）「
６
下
─
３
」
は
、「
６
頁
下
段
３
行
」
を
指
す
。

　
　
　
○ 

な
お
、
当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
尾
崎
康
「
弘
決
外
典
鈔
引
書
考
並
索
引
」

（『
斯
道
文
庫
論
集
』
三
輯
、
一
九
六
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。



　
以
上
を
『
論
語
』
注
釈
書
ご
と
に
分
類
す
る
と
、『
論
語
集
解
』
が
六
箇
条
、『
論

語
義
疏
』
が
四
箇
条
、『
論
語
図
』
が
三
箇
条
、『
論
語
図
注
』
が
一
箇
条
そ
れ
ぞ
れ

認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
経
文
を
引
用
す
る
の
み
で
、
如
何
な
る
『
論
語
』
注
釈
書
を

利
用
し
て
の
引
用
か
判
断
し
難
い
も
の
が
四
箇
条
存
す
る
。

　
傾
向
と
し
て
、
次
の
如
き
こ
と
が
言
え
る
。

　
第
一
に
、『
論
語
集
解
』
が
『
論
語
義
疏
』
に
比
し
て
引
用
条
数
が
若
干
多
い
も

の
の
、
両
書
の
引
用
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
惟
宗
允
亮
は
、『
論
語
』

注
釈
書
と
し
て
、『
論
語
義
疏
』
と
『
論
語
集
解
』
を
充
分
に
活
用
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
第
二
に
、『
政
事
要
略
』
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
義
疏
』
の
う
ち
、
表
（
の
（
に

つ
い
て
は「
旧
記
」を
介
し
て
、
惟
宗
允
亮
が
引
用
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
他「
旧

記
」
を
介
し
て
の
『
論
語
』
注
釈
書
の
引
用
に
は
、『
論
語
集
解
』
が
一
箇
条
、『
文

選
李
善
注
』
に
引
く
『
薛
綜
注
張
衡
二
京
賦
』
と
推
測
さ
れ
る
注
釈
を
介
し
て
経
文

の
み
の
引
用

（
（（
（

が
一
箇
条
、
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、「
私
教
類
聚
」
並
び
に
「
骨
」
を
介
し
て
『
論
語
集
解
』
の
引
用
が
認

め
ら
れ
る
。「
私
教
類
聚
」
は
吉
備
真
備
（
六
九
五
～
七
七
五
）
に
よ
っ
て
神
護
景

雲
三
年（
七
六
九
）頃
に
撰
述
さ
れ
た
教
訓
書
で
あ
る

（
（（
（

。「
骨
」は
唐
の
永
徽
四
年（
六

五
三
）
以
後
、
唐
末
ま
で
に
成
立
し
た
唐
律
疏
の
注
釈
書
『
律
疏
骨 

録
』
で
、
貞

観
（
八
五
九
～
八
七
七
）
以
後
寛
弘
（
一
〇
〇
四
～
一
〇
一
二
）
以
前
に
日
本
へ
伝

来
し
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。
両
書
は
佚
書
と
な
っ
て
お
り
、
佚
文
と
し
て
片
鱗
が
残
る
に
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（

論
語（
経
文
）
郷
党

巻
二
九

　
年
中
行
事
十
二
月
下

（
追
儺
）

（（（
─
（0

旧
記
所
引
文
選
李
善

注
に
引
く
薛
綜
注
張

衡
二
京
賦
カ

（

論
語
図

不
明

巻
二
九

　
年
中
行
事
十
二
月
下

（
追
儺
）

（（（
─
（

佚
書

（

義
疏

憲
問

巻
六
七

　
糺
弾
雑
事（
男
女
衣

服
并
資
用
雑
物
）

（（0
─
（（

（

集
解

陽
貨

巻
六
七

　
糺
弾
雑
事（
男
女
衣

服
并
資
用
雑
物
）

（（（
─
（（

或
云
所
引
カ

（

集
解

郷
党

巻
六
七

　
糺
弾
雑
事（
男
女
衣

服
并
資
用
雑
物
）

（（0
─
（

或
云
所
引
カ

（

義
疏

郷
党

巻
六
七

　
糺
弾
雑
事（
男
女
衣

服
并
資
用
雑
物
）

（（0
─
（（

（

義
疏

八
佾

巻
六
八

　
糺
弾
雑
事（
至
敬
拝

礼
下
馬
）

（（（
─
（

（0

集
解

尭
曰

巻
八
一

　
糺
弾
雑
事（
断
罪
）

（（（
─
（

（（

集
解

八
佾

巻
八
二

　
糺
弾
雑
事（
罪
名
并

贖
銅
八
虐
六
議
）

（（（
─
（
～
（

行
間
書
入

骨
云
所
引

（（

論
語
図

不
明

巻
八
二

　
糺
弾
雑
事（
罪
名
并

贖
銅
八
虐
六
議
）

（（（
─
（

佚
書

（（

論
語
図

不
明

巻
八
二

　
糺
弾
雑
事（
罪
名
并

贖
銅
八
虐
六
議
）

（（（
─
（

佚
書

（（

論
語
図
注

不
明

巻
八
二

　
糺
弾
雑
事（
罪
名
并

贖
銅
八
虐
六
議
）

（（（
─
（

佚
書

（（

論
語（
経
文
）
憲
問

巻
八
二

　
糺
弾
雑
事（
罪
名
并

贖
銅
八
虐
六
議
）

（（（
─
（

三
礼
図
所
引

（（

集
解

憲
問

学
而

衛
霊
公

季
氏

子
張

巻
八
四

　
糺
弾
雑
事（
自
首
覚

挙
）

（（（
─
（（

私
教
類
聚
所
引

（（

論
語（
経
文
）
衛
霊
公

巻
九
五

　
至
要
雑
事（
学
校
）

（（0
─
（

私
教
類
聚
所
引

（（

論
語（
経
文
）
里
仁

巻
九
五

　
至
要
雑
事（
学
校
）

（（0
─
（

私
教
類
聚
所
引

　
　
凡
例

　
　
　
○ 

当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、『
政
事
要
略
』
の
底
本
に
新
訂
増
補
国
史
大
系

　
　
　
　
二
八
巻
『
政
事
要
略
』（
一
九
六
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
用
い
た
。

　
　
　
○ 

『
政
事
要
略
』の
該
当
箇
所
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
の
頁
数
・
行
数
に
よ
っ

て
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　（
例
）「
（（0
─
（（
」
は
、「
（（0
頁
（（
行
」
を
指
す
。

　
　
　
○ 

な
お
、
当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
木
本
好
信
・
大
島
幸
雄
・
正
野
順
一
・

吉
永
良
治
編
『
政
事
要
略
総
索
引
』（
一
九
八
二
年
、
国
書
刊
行
会
）
及
び
阿
部

猛
編
『
詳
細 

政
事
要
略
索
引
』（
二
〇
〇
七
年
、
同
成
社
）
を
参
考
に
し
た
。



過
ぎ
な
い
。

　
第
四
に
、『
論
語
図
』
及
び
『
論
語
図
注
』
か
ら
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
が
、
両

書
が
中
国
に
於
け
る
撰
述
か
日
本
に
於
け
る
撰
述
か
は
未
詳
で
あ
る
。『
論
語
義
注

図
』
一
二
巻
が
『
隋
書
』
経
籍
志
に
著
録
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

も
の
の
、
こ
れ
と
両
書
と
の

関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
惟
宗
允
亮
は
、
朝
儀
・
吏
務
の
先
例
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
少
な
く
と
も
『
論
語
義
疏
』
並
び
に
『
論
語
集
解
』
等
の
『
論
語
』
注
釈
書
を

利
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
第
四
項
　『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』

　『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書

（
（（
（

』（
長
元
二
年
〈
一
〇
二
九
〉
以
後
成
立
）
は
、
右
大
臣

小
野
宮
家
藤
原
実
資
（
九
五
七
～
一
〇
四
六
）
が
撰
し
た
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
に

実
資
自
ら
が
加
え
た
裏
書
・
首
書
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

　『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
は
次
の
表
（
に
掲

げ
た
如
く
、
一
箇
条
の
み
認
め
ら
れ
る
。

　『
論
語
義
疏
』
の
引
用
が
一
箇
条
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、『
論
語
』
注
釈
書
の
利

用
傾
向
を
見
る
の
は
難
し
い
。
実
資
は
、『
小
野
宮
年
中
行
事
』
を
編
纂
す
る
に
当

た
り
、『
政
事
要
略
』
を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
実
資
の
依
頼
に
よ
り
『
政

事
要
略
』
の
編
纂
が
企
図
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
が
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ

て
い
る

（
（（
（

。
本
引
用
は
、
実
資
が
、『
政
事
要
略
』
に
引
用
さ
れ
た
『
論
語
義
疏
』
を

参
照
し
、
裏
書
と
し
て
書
入
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
第
五
項
　『
令
義
解
』「
上
表
文
」等
の
注
釈

　『
令
義
解
』
は
、
天
長
一
〇
年
（
八
三
三
）
に
淳
和
天
皇
の
詔
を
受
け
て
、
右
大

臣
清
原
夏
野
・
文
章
博
士
菅
原
清
公
等
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
養
老
令
』
の
公
的

注
釈
書
で
あ
る
。『
令
義
解
』「
上
表
文
」
等
の
注
釈
に
、『
論
語
』
注
釈
書
の
引
用
は
、

全
四
箇
条
認
め
ら
れ
る
。
以
下
の
表
（
に
示
す
。

　
こ
れ
ら
を
『
論
語
』
注
釈
書
ご
と
に
分
類
す
る
と
、『
論
語
集
解
』、『
論
語
義
疏
』

が
各
一
箇
条
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
経
文
を
引
用
す
る
の
み
で
、
如
何
な
る『
論
語
』

注
釈
書
を
利
用
し
て
の
引
用
か
判
断
し
難
い
も
の
が
二
箇
条
存
す
る
。
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表
5『

論
語
』注
釈
書
名

篇
名

『
令
義
解
』の
引
用
箇
所

頁
数
─
行
数

（

論
語（
経
文
）

憲
問

詔
令
義
解
頒
下

（（（
─
（
左

（

義
疏

雍
也

上
令
義
解
表
文

（（（
─
（
右

（

集
解

子
路

上
令
義
解
表
文

（（（
─
（
左

（

論
語（
経
文
）

序

令
義
解
序

（（（
─
（
右

　
　
凡
例

　
　
　
○ 

当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、『
令
義
解
』
の
底
本
に
新
訂
増
補
国
史
大
系
二

二
巻
『
律
・
令
義
解
』（
一
九
六
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
用
い
た
。

　
　
　
○ 
『
令
義
解
』の
該
当
箇
所
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
の
頁
数
・
行
数
・
双
行
の

表
4『

論
語
』注
釈
書
名

篇
名

丁
数
─
行
数

（

 

義
疏

八
佾 

（
裏
─
（

　
　
凡
例

　
　
　
○ 

当
該
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
の
底
本
に
鹿
内
浩

胤
「『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』（
田
中
教
忠
旧
蔵
『
寛
平
二
年
三
月
記
』）
影
印
・

翻
刻
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
本
研
究
』
一
輯
、
二
〇
〇
三
年
）
所
収
「
翻
刻
」

を
用
い
た
。

　
　
　
○ 『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
の
該
当
箇
所
は
、
右
の
「
翻
刻
」
に
付
さ
れ
た
原
本

の
丁
数
、
表
裏
の
別
、
及
び
行
数
に
よ
っ
て
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　（
例
）「
（
─
裏
（
」
は
、「
第
（
丁
裏
（
行
」
を
指
す
。



　『
論
語
集
解
』並
び
に『
論
語
義
疏
』の
引
用
が
一
箇
条
づ
つ
認
め
ら
れ
る
の
は
、「
上

表
文
」
の
注
釈
で
あ
る
。「
上
表
文
」
の
注
釈
の
成
立
期
・
撰
者
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
た
だ
し
、
鎌
倉
時
代
書
写
に
係
る
広
橋
本
『
令
義
解
』
に
「
上
表
文
」
の
注
釈
が

存
す
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
以
前
に
は
「
上
表
文
」
の
注
釈
が
成
立
し
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
、
そ
こ
に
『
論
語
集
解
』
と
『
論
語
義
疏
』
の
引
用
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
書
の
引
用
も
鎌
倉
時
代
以
前
に
存
在
し
た
も
の
と

見
て
大
過
な
か
ろ
う
。
こ
の
時
代
に
於
い
て
も
『
論
語
義
疏
』
が
利
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
第
六
項
　
小
結

　
以
上
、『
令
集
解
』・『
弘
決
外
典
鈔
』・『
政
事
要
略
』・『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』・

『
令
義
解
』「
上
表
文
」
等
の
注
釈
、
の
各
書
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
に
つ

い
て
考
察
し
た
結
果
、『
養
老
令
』
学
令
で
は
、『
論
語
鄭
玄
注
』
並
び
に
『
論
語
集

解
』
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
学
令
の
規
定
は
、
日
本
古
代
の
論
語
学
の
実
状
を

反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
唐
令
の
規
定
を
踏
襲
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

（
（（
（

。
従
っ

て
、
日
本
古
代
に
於
い
て
『
論
語
集
解
』
と
『
論
語
義
疏
』
は
と
も
に
広
く
流
布
し
、

受
容
さ
れ
た
。
更
に
、
両
書
は
日
本
古
代
の
論
語
学
並
び
に
『
論
語
』
注
釈
史
上
、

比
肩
す
る
存
在
で
あ
り
、『
論
語
図
』
及
び
『
論
語
図
注
』（
と
も
に
『
政
事
要
略
』

所
引
）
等
の
他
の
『
論
語
』
注
釈
書
に
比
し
て
、
圧
倒
的
に
受
容
さ
れ
た
も
の
と
言

え
る
。

　
な
お
、『
弘
決
外
典
鈔
』
前
掲
表
（
の
（
は
、『
論
語
鄭
玄
注
』
を
単
独
で
引
用
す

る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、『
論
語
鄭
玄
注
』
は
単
独
の
成
書
と
し
て
は
受
容
さ
れ
ず
、

『
論
語
集
解
』
も
し
く
は
『
論
語
義
疏
』
を
介
し
て
間
接
引
用
し
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る

（
（（
（

。

❸
日
本
古
代
に
於
け
る『
論
語
義
疏
』受
容
の
諸
相

　
本
章
で
は
、
日
本
古
代
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
の
受
容
の
諸
相
に
つ
い
て
見
て

い
く
。日
本
古
代
で
の『
論
語
義
疏
』の
受
容
の
実
相
と
変
遷
を
把
捉
す
る
に
は
、（
一
）

日
本
古
代
典
籍
に
引
く
『
論
語
義
疏
』、（
二
）
古
記
録
に
現
れ
る
『
論
語
義
疏
』、（
三
）

蔵
書
目
録
へ
の
著
録
状
況
を
捜
索
し
、
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
併
せ
て
、
次
の
表

（
に
掲
出
し
た
日
本
古
典
籍
の
撰
述
者
等
と
そ
の
周
辺
の
人
的
交
流
・
環
境
に
つ
い

て
も
考
察
し
て
い
く
。

　
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
捜
索
し
得
た
『
論
語
義
疏
』
の
存
在
を
現
す
事
象
を
、
時
系

列
に
従
っ
て
、
以
下
の
表
（
に
掲
げ
る
。

　
表
（
に
掲
げ
る
他
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
に
源
為
憲
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た

『
世
俗
諺
文
』に
も『
論
語
疏
』の
引
用
が
存
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
皇
侃
の『
論

語
義
疏
』
以
外
の
疏
、
例
え
ば
、
六
朝
梁
の
褚
仲
都
（
生
歿
年
不
詳
）
の
『
論
語
疏
』

一
〇
巻
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
俄
か
に
は
同
定
し
難
い

（
（（
（

。
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表
6

書
名

撰
者
名

成
立
年
代

所
蔵
者

備
考

（
「
古
記
」

（『
令
集
解
』所
引
）

天
平
一
〇
年

（
七
三
八
）頃

国
立
公
文
書
館
内

閣
文
庫
・
国
立
国

会
図
書
館
・
宮
内

庁
書
陵
部
・
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館

等

（
「
釈
」

（『
令
集
解
』所
引
）

延
暦
六
～
一
〇
年

（
七
八
七
～
七
九
一
）

頃

同
右

（
「
讃
」

（『
令
集
解
』所
引
）

弘
仁
・
貞
観
期

（
八
一
〇
～
八
七
七
）

頃

同
右

（
『
秘
密
曼
荼
羅
十

住
心
論
』

空
海

天
長
七
年（
八
三
〇
）

頃

高
山
寺
・
高
野
山

金
剛
三
昧
院

　
　
　
　
左
右
に
よ
っ
て
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　（
例
）「
（（（
─
（
左
」
は
、「
（（（
頁
（
行
左
」
を
指
す
。



　
先
の
表
（
か
ら
、
次
の
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　『
論
語
義
疏
』が
日
本
古
代
に
於
い
て
、
律
令（
表
（
の
（
・
（
・
（
・
（
・
（（
）・

仏
教
（
（
・
（
・
（
・
（0
・
（（
・
（（
・
（（
）・
宮
廷
儀
式
（
（
・
（
）・
文
学
（
（（
）

の
各
分
野
に
関
わ
る
典
籍
に
引
用
さ
れ
、
親
王
（
（
）・
公
卿
（
（
・
（（
）・
官
人

（
（
・
（
・
（
・
（
・
（（
）・
釈
家
（
（
・
（
・
（0
・
（（
・
（（
）
に
広
範
に
利
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
更
に
、
釈
家
に
つ
い
て
は
、
真
言
（
（
・
（0
・
（（
・

（（
）・
南
都
仏
教
（
（
）・
天
台
（
（
）・
浄
土
教
（
（（
）
の
章
疏
解
釈
の
際
等
に
利

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
言
え
る
。

　
以
下
、
時
系
列
に
従
っ
て
見
て
い
こ
う
。

　
八
～
九
世
紀
の
明
法
官
人
で
は
、『
令
集
解
』所
引「
古
記
」が『
大
宝
令
』を
、「
釈
」

及
び
「
讃
」
が
『
養
老
令
』
を
注
釈
す
る
際
に
『
論
語
義
疏
』
を
利
用
し
、
そ
れ
ら

『
論
語
義
疏
』
の
引
用
を
含
め
た
各
注
釈
を
明
法
博
士
惟
宗
直
本
（
生
歿
年
不
詳
）

が
『
令
集
解
』
編
纂
（
貞
観
年
間
〈
八
五
九
～
八
七
七
〉
頃
）
に
際
し
て
、
利
用
し

た
。
更
に
、
前
章
で
述
べ
た
如
く
、『
令
集
解
』
に
引
用
さ
れ
る
「
古
記
」
は
天
平

一
〇
年
（
七
三
八
）
頃
、「
釈
」
は
延
暦
六
～
一
〇
年
（
七
八
七
～
七
九
一
）、「
讃
」

は
弘
仁
・
貞
観
期
（
八
一
〇
～
八
七
七
）
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
と
す
る
の
が
通

説
で
あ
り

（
（（
（

、
従
っ
て
、『
論
語
義
疏
』
の
引
用
の
初
見
は
、「
古
記
」
が
引
用
す
る
も

の
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、『
論
語
義
疏
』
は
天
平
一
〇
年
頃
に
は
、

既
に
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
九
世
紀
で
は
、
弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
が
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心

論
』（
天
長
七
年
〈
八
三
〇
〉
頃
成
立
）
に
於
い
て
、『
論
語
義
疏
』
を
引
用
し
て
い

る
。
空
海
は
、
讃
岐
国
多
度
郡
少
領
佐
伯
田
公
の
子
息
、
初
名
は
真
魚
と
言
う
。
伊

予
親
王
の
侍
講
で
あ
る
舅
父
（
母
方
の
伯
叔
父
）
の
阿
刀
大
足
か
ら
、『
論
語
』・『
孝

経
』、
史
伝
、
文
章
等
を
、
大
学
寮
に
あ
っ
て
は
直
講
味
酒
浄
成
に
『
毛
詩
』・『
春
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（
『
日
本
国
見
在
書

目
録
』

藤
原
佐
世

貞
観
一
七
年（
八
七 

五
）～
寛
平
一
〇
年

（
八
八
九
）頃

宮
内
庁
書
陵
部

（
『
妙
法
蓮
華
経
釈

文
』

中
算

貞
元
元
年（
九
七
六
）
醍
醐
寺

（
『
弘
決
外
典
鈔
』

具
平
親
王

正
暦
二
年（
九
九
一
）
久
遠
寺
身
延
文

庫
・
称
名
寺
等

（
『
政
事
要
略
』

惟
宗
允
亮

長
保
四
年

（
一
〇
〇
二
）

大
阪
市
立
大
学
学

術
情
報
セ
ン
タ
ー

福
田
文
庫
等

（
『
小
野
宮
年
中
行

事
裏
書
』

藤
原
実
資

長
元
二
年

（
一
〇
二
九
）以
後

国
立
歴
史
民
俗
博

物
館

撰
者
の
生
歿
年

九
五
七
～

　
一
〇
四
六

（0
『
三
教
指
帰
注
集
』
成
安

寛
治
二
年

（
一
〇
八
八
）

大
谷
大
学
博
物
館

（（
『
般
若
心
経
秘
鍵

開
門
訣
』

濟
暹

承
徳
元
年

（
一
〇
九
七
）

高
野
山
光
台
院
・

高
野
山
大
学
図
書

館
増
福
院
文
庫
・

智
積
院
智
山
書
庫

（（
『
台
記
』

藤
原
頼
長

康
治
元
年（
一
一
四 

二
）・
同
二
年（
一
一 

四
三
）・
天
養
元
年

（
一
一
四
四
）※

国
立
公
文
書
館
内

閣
文
庫
・
宮
内
庁

書
陵
部
等

※『
論
語
義
疏
』講

読
の
事
跡
が
認
め

ら
れ
る
年

（（
『
往
生
要
集
外
典

鈔
』

平
基
親

不
明

真
福
寺
宝
生
院
真

福
寺
文
庫

撰
者
の
生
歿
年

一
一
五
一
～
歿
年

不
詳

（（
『
三
教
指
帰
注
』

覚
明

平
安
時
代
末
期
～
鎌

倉
時
代
初
期
カ

慶
應
義
塾
図
書
館
撰
者
の
生
歿
年
不

詳

（（
『
和
漢
朗
詠
註
略

抄
』

無
名
カ

平
安
時
代
末
期
～
鎌

倉
時
代
初
期
カ

不
明

撰
者
の
生
歿
年
不

詳

（（
『
令
義
解
』「
上
表

文
」の
注
釈

不
明

鎌
倉
時
代
以
前

国
立
公
文
書
館
内

閣
文
庫
・
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
等

（（
『
全
経
大
意
』

不
明

不
明

金
剛
寺

藤
原
頼
長
の
学
問

と
の
近
縁
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

　
　
凡
例

　
　
　
○ 

成
立
年
代
が
不
詳
の
も
の
は
、
参
考
と
し
て
備
考
覧
に
撰
者
の
生
歿
年
を
西
暦

で
記
し
た
。



秋
左
氏
伝
』・『
尚
書
』
を
、
更
に
明
経
博
士
岡
田
牛
養
に
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
そ
れ

ぞ
れ
学
ん
だ

（
（（
（

。
本
書
の
他
、
空
海
が
撰
し
た
『
三
教
指
帰
』・『
文
鏡
秘
府
論
』・『
篆

隷
万
象
名
義
』・『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
の
内
容
か
ら
、
空
海
の
漢
籍
・
漢
学
の
学
識

が
見
て
取
れ
る
が
、
そ
の
素
地
と
し
て
、
右
に
触
れ
た
官
人
か
ら
伝
授
さ
れ
た
漢

籍
・
漢
学
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
の
一
端
を
顕
す
の
が
『
秘
密
曼

荼
羅
十
住
心
論
』
に
引
く
『
論
語
義
疏
』
で
あ
っ
て
、
空
海
が
『
論
語
義
疏
』
を
講

読
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
更
に
、
空
海
の
出
自
も
注
目
さ
れ
る
。
空

海
は
讃
岐
国
佐
伯
氏
の
出
身
で
あ
り
、
同
族
に
は
、
初
代
東
寺
長
者
に
就
任
し
た
実

恵
（
一
名
、
檜
尾
僧
都
・
道
興
大
師
）
が
い
た
。
実
恵
は
、
漢
学
の
素
養
が
あ
り
、

書
博
士
佐
伯
葛
野
と
同
佐
伯
酒
麻
呂
に
儒
学
を
学
ん
で
い
る
。
佐
伯
葛
野
は
田
公
の

孫
、
す
な
わ
ち
空
海
の
甥
、
酒
麻
呂
は
田
公
の
子
息
、
す
な
わ
ち
空
海
と
兄
弟
の
関

係
に
当
た
り
、
ま
た
、
酒
麻
呂
の
子
息
豊
雄
も
書
博
士
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
讃
岐
国
の
佐
伯
氏
か
ら
多
く
の
書
博
士
を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
も
、
空
海
の
漢

籍
・
漢
学
の
学
識
を
養
う
上
で
、
基
底
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
一
〇
世
紀
後
半
に
は
、
中
算
（
生
歿
年
不
詳
）
の
撰
に
か
か
る
『
妙
法
蓮
華
経
釈

文
』
の
中
に
『
論
語
義
疏
』
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
。
中
算
は
、
興
福
寺
松
室
貞
松

房
に
住
し
た
学
侶
で
あ
る

（
（（
（

。
本
書
の
撰
述
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
序

（
（（
（

に
、
藤
原
文
範

（
九
〇
九
～
九
九
六
）
の
命
を
受
け
て
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
に
脱
稿
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
、
更
に
巻
下
末
葉
の
奥
書

（
（（
（

に
よ
る
と
、
清
書
せ
ぬ
う
ち
に
中
算
が
歿
し
た
た

め
、
弟
子
の
真
興
が
師
の
遺
命
を
受
け
て
完
成
さ
せ
、
文
範
に
献
上
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
撰
述
を
中
算
に
依
頼
し
た
藤
原
文
範
は
、
北
家
長
良
流
出
身
の
儒
者
で
、

経
歴
を
見
る
と
文
章
生
を
経
て
、
少
内
記
・
蔵
人
・
式
部
少
丞
・
式
部
大
丞
・
右
衛

門
権
佐
・
左
少
弁
・
右
中
弁
・
左
中
弁
・
右
大
弁
・
左
大
弁
・
参
議
・
権
中
納
言
・

中
納
言
に
任
じ
ら
れ
た

（
（（
（

が
、
と
り
わ
け
文
章
生
の
後
、
内
記
・
式
部
丞
・
弁
官
を
歴

任
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
文
範
は
文
章
生
出
身
で
あ
る
か
ら
、
漢
籍
を
学
ん
で

お
り
、
漢
籍
・
漢
学
・
漢
詩
文
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
本
書
は
、『
法
華
経
』
の
字
句
を
抄
出
し
、
音
義
訓
釈
を
付
し
た
字
書
的
性
格
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
算
は
、
本
書
の
引
用
漢
籍
を
見
て
も
、
内
典
に
止
ま
ら
ず

外
典
（
漢
籍
）、
就
中
、
訓
詁
学
に
精
達
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
従
っ
て
、

漢
唐
訓
詁
学
の
う
ち
、
義
疏
の
学
の
素
養
も
当
然
具
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、『
論

語
義
疏
』
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
そ
れ
を
顕
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
更
に
、

書
名
に
「
釈
文
」
の
名
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
書
写
と
推
定
さ
れ

て
い
る
興
福
寺
所
蔵
『
経
典
釈
文
』（
第
十
四
礼
記
音
義

（
（（
（

）
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ

よ
う
。
興
福
寺
に
は
、『
経
典
釈
文
』
の
他
に
奈
良
時
代
ま
た
は
平
安
時
代
初
期
の

書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
講
周
易
疏
論
家
義
記
』
残
巻

（
（（
（

が
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
の
興
福
寺
の
学
侶
善
珠
の『
唯
識
義
灯
増
明
記
』

に
於
い
て
も
義
疏
類
が
引
用
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』・『
経
典
釈
文
』（
第

十
四
礼
記
音
義
）・『
講
周
易
疏
論
家
義
記
』
残
巻
や
『
唯
識
義
灯
増
明
記
』
は
、
奈

良
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
期
の
南
都
法
相
宗
に
於
い
て
、
漢
籍
・
漢
学
、
と
り
わ
け

義
疏
の
学
が
講
究
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
証
左
と
言
え
る
が
、
そ
の
一
つ
に
『
論
語
義

疏
』
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
。

　
一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
具
平
親
王

（
（（
（

（
九
六
四
～
一
〇
〇
九
）

に
よ
る
『
論
語
義
疏
』
の
利
用
が
顕
著
で
あ
る
。『
弘
決
外
典
鈔
』（
正
暦
二
年
〈
九

九
一
〉
成
立
）
を
撰
述
し
た
具
平
親
王
は
、
文
章
生
か
ら
大
内
記
と
な
っ
た
慶
滋
保

胤
（
（（
（

や
侍
読
の
橘
正
通

（
（（
（

に
師
事
し
た
。

　
具
平
親
王
が
『
弘
決
外
典
鈔
』
を
撰
述
し
た
背
景
は
、
師
慶
滋
保
胤
を
通
じ
て
、

天
台
僧
増
賀
上
人
に
教
え
を
受
け
、
叡
山
横
川
に
於
い
て
止
観
を
学
ん
だ
こ
と
に
あ

り
、
あ
る
僧
侶

（
（（
（

に
依
頼
さ
れ
て
、
本
書
を
撰
し
、
増
賀
上
人
に
贈
っ
て
是
正
を
乞
う

た
。

　
具
平
親
王
は
、
一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
初
頭
の
一
条
天
皇
の
時
代
に
於
け
る
文

壇
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
経
学
・
漢
詩
文
・
和
歌
・
仏
道
・
管
弦
・
医
術
に
通
暁

し
、
能
書
家
で
も
あ
っ
た
。
親
交
が
あ
り
、
具
平
親
王
の
書
斎
桃
花
閣

（
（（
（

に
集
っ
た
と

思
し
き
人
物
は
、
先
の
保
胤
・
正
通
の
他
、
大
江
匡
衡
・
大
江
以
言
・
紀
斉
名
・
源
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順
・
源
為
憲
・
菅
原
資
忠
・
藤
原
為
時
・
藤
原
惟
成
等
の
中
下
級
貴
族
で
あ
る
文
人

達
、
藤
原
斉
信
・
藤
原
公
任
・
藤
原
行
成
の
如
き
文
才
に
長
け
た
公
卿
達
で
あ
る
。

具
平
親
王
が
該
博
な
学
殖
に
裏
打
ち
さ
れ
た
比
類
無
き
文
人
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を

俟
た
な
い
。
更
に
、『
弘
決
外
典
鈔
』
所
引
漢
籍

（
（（
（

を
見
て
も
、
漢
籍
・
漢
学
の
素
養

が
い
か
に
深
遠
で
あ
る
か
を
窺
い
知
れ
よ
う
。
従
っ
て
、『
論
語
義
疏
』
の
講
読
は

言
う
に
及
ば
ず
、
広
範
に
漢
籍
を
講
読
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、

具
平
親
王
が
漢
籍
を
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
を
行
成
が
借
用
し
た
こ
と
は
『
権
記

（
（（
（

』

か
ら
見
て
取
れ
、
具
平
親
王
の
人
的
交
流
の
中
で
の
漢
籍
貸
借
の
一
端
が
わ
か
る
。

具
平
親
王
の
書
斎
桃
花
閣
所
蔵
の
漢
籍
の
一
つ
と
し
て
、『
論
語
義
疏
』
が
存
在
し

た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
一
世
紀
前
半
で
は
、
惟
宗
家
と
小
野
宮
家
の
周
辺
で
『
論
語
義
疏
』
の
受
容
が

見
ら
れ
る
。

　
惟
宗
直
本
の
曾
孫
ま
た
は
孫
と
言
わ
れ
て
い
る（

（（
（

明
法
博
士
惟
宗
允
亮
（
生
年
不
詳

～
一
〇
〇
九
頃
カ
）
が
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
撰
述
し
た
『
政
事
要
略
』
に
於

い
て
も
、『
論
語
義
疏
』
を
利
用
し
て
い
る
。『
政
事
要
略
』
に
引
用
さ
れ
た
『
論
語

義
疏
』
の
多
く
は
、
類
書
等
が
介
在
し
な
い
直
接
引
用
と
推
定
さ
れ
る

（
（（
（

こ
と
か
ら
、

允
亮
は
、『
論
語
義
疏
』
の
鈔
本
を
目
睹
し
得
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
こ
と
は
旧
稿
②
で
述
べ
た
。
つ
ま
り
、『
論
語
義
疏
』
の
鈔
本
は
、
允
亮
以
前
か

ら
惟
宗
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
他
方
、
小
野
宮
家
と
『
政
事
要
略
』
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。『
小
野
宮
年
中

行
事
裏
書
』
所
引
『
論
語
義
疏
』
は
、『
政
事
要
略
』
か
ら
の
間
接
引
用
と
推
定
さ

れ
（
（（
（

、
実
資
を
始
め
と
す
る
小
野
宮
家
の
人
物
は
、
惟
宗
家
伝
来
の
『
論
語
義
疏
』
を

目
睹
し
得
る
環
境
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
旧
稿
②
で
述
べ
た
が
、
更
に
一
歩
踏

み
込
ん
で
、
小
野
宮
家
に
と
っ
て
は
、
有
職
故
実
を
家
学
と
し
て
相
伝
す
る
上
で
漢

籍
・
漢
学
の
知
識
は
必
須
で
あ
っ
て
、
小
野
宮
家
に
『
論
語
義
疏
』
を
含
む
漢
籍
を

所
蔵
し
て
い
た
と
推
論
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。

　
一
一
世
紀
後
半
以
降
、
釈
家
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
の
受
容
が
顕
著
に
な
る
。

こ
の
傾
向
は
、
中
世
ま
で
綿
々
と
続
く
。
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
そ
の
濫
觴
と
し
て
、

濟
暹

（
（（
（

（
一
〇
二
五
～
一
一
一
五
）
の
撰
に
か
か
る
『
般
若
心
経
秘
鍵
開
門
訣
』
に
『
論

語
義
疏
』
が
引
用
さ
れ
る
。
濟
暹
は
、
東
密
に
精
通
し
、
仁
和
寺
慈
尊
院
に
住
し
た

学
侶
で
、
南
岳
房
僧
都
と
も
称
さ
れ
た
。
濟
暹
は
、
空
海
の
遺
業
を
継
い
で
、『
遍

照
発
揮
性
霊
集
』
の
散
佚
し
た
巻
第
八
～
一
〇
を
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔
』

三
巻
と
し
て
編
集
し
て
補
い
、
一
〇
巻
本
と
し
た
。
こ
れ
が
現
行
本
『
遍
照
発
揮
性

霊
集
』
一
〇
巻
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
撰
述
し
た
も
の
は

『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
の
注
釈
書
『
顕
鏡
鈔
』
を
始
め
六
六
部
九
五
巻
を
数
え
、
学

侶
と
し
て
名
高
い
。
仁
和
寺
二
世
門
跡
大
御
室
性
信
入
道
親
王
（
三
条
天
皇
の
皇
子

師
明
親
王
）か
ら
伝
法
灌
頂
を
授
け
ら
れ
た
。『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔
』や『
顕

鏡
鈔
』
を
撰
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
濟
暹
は
漢
籍
・
漢
学
に
通
じ
て
お
り
、
仁
和

寺
周
辺
に
『
論
語
義
疏
』
を
含
む
漢
籍
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
一
二
世
紀
前
半
に
な
る
と
、『
台
記
』
の
記
主
で
あ
る
左
大
臣
藤
原
頼
長
（
一
一

二
〇
～
一
一
五
六
）
が
『
論
語
義
疏
』
を
講
読
し
た
事
跡
が
『
台
記

（
（（
（

』
に
全
五
箇
条

認
め
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
頼
長
の
周
辺

（
（（
（

に
つ
い
て
述
べ
る
。
頼
長
が
漢
籍
を
広
範
に
講
読
し
経
学
に

精
通
し
て
い
た

（
（（
（

こ
と
は
、『
台
記
』・『
台
記
別
記
』・『
宇
槐
記
抄
』
を
繙
け
ば
誰
も

が
首
肯
で
き
よ
う
。

　
以
下
に
、
頼
長
が
師
礼
を
と
っ
た
人
物
を
挙
げ
る
。（
（
）『
台
記
』
の
中
で
先
師

と
呼
称
さ
れ
る
源
師
頼
を
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
師
頼
は
弁
官
・
蔵
人
頭
・

大
納
言
等
を
歴
任
し
た
人
物
で
、
頼
長
は
、
師
頼
が
大
江
匡
房
か
ら
伝
授
さ
れ
た

『
漢
書
』
を
学
ん
だ
。
ま
た
、（
（
）
藤
原
令
明
は
式
家
出
身
の
儒
者
で
、
内
記
に
任

じ
ら
れ
、
ま
た
、
摂
関
家
の
家
司
を
務
め
た
。
頼
長
は
令
明
か
ら
『
孝
経
』・『
文
選

李
善
注
』
を
学
ん
だ
。（
（
）
明
経
准
得
業
生
か
ら
外
記
・
大
学
助
教
を
歴
任
し
た

中
原
師
安
か
ら
は
『
論
語
』・『
古
文
孝
経
』・『
御
注
孝
経
』
を
学
ん
だ
。（
（
）
南

家
出
身
で
、
曾
祖
父
藤
原
実
範
以
来
の
儒
家
で
あ
り
、
博
学
と
し
て
知
ら
れ
た
藤
原

通
憲
（
信
西
入
道
）
か
ら
は
、
易
筮
を
学
ん
だ
。（
（
）
頼
長
の
家
司
で
あ
っ
た
少
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納
言
源
俊
通
は
、
頼
長
が
主
催
す
る
『
礼
記
』・『
春
秋
』・『
老
子
』
等
の
談
義
の
講

師
・
問
者
を
務
め
て
い
る
。

　
こ
の
他
に
も
、
頼
長
と
交
流
が
あ
り
、
談
義
に
参
加
し
た
人
物
は
、
令
明
の
子
息

の
藤
原
敦
任
、
外
記
・
明
経
博
士
と
な
っ
た
清
原
頼
業
、
文
章
博
士
・
大
学
頭
菅
原

時
登
の
養
子
菅
原
登
宣
、
中
原
師
安
の
弟
の
中
原
師
元
（
外
記
・
明
経
博
士
）
等
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
中
下
級
の
貴
族
や
官
人
で
あ
る
文
人
・
学
者
に
師

事
し
、
交
流
を
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
研
鑽
し
、
当
代
随
一
の
漢
籍
・
漢
学
の
学

識
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
で
は
、
実
際
に
『
台
記
』
の
記
事
を
見
て
い
く
。

　
①
『
台
記
』
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
七
月
八
日
条

　
　
　
　
見
始
論
語
皇
侃
疏
、

　
②
『
台
記
』
同
年
同
月
二
九
日
条

　
　
　
　
論
語
皇
侃
疏

　
　
見
了
、

　
③
『
台
記
』
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
九
月
二
九
日
条

　
　
　
　
同〔

論
語
〕皇

侃
疏
十
巻
、
　
　
　
　

　
　
　

　 

康
治
元
年
、

　
④
『
台
記
』
同
年
一
二
月
七
日
条

　
　
　
　 

人
傳
云
、
學
此〔

周
易
〕書

者
有
凶
云
々
、
又
云
、
五
十
後
可
學
云
々
、
余
案
之
、

此
事
更
無
所
見
、
如
論
語
皇
侃
疏
者
、
少
年
可
學
之
由
、
所
見
也
、

　
⑤
『
台
記
』
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
一
二
月
二
四
日
条

　
　
　
　 

先
使
定〔

清
原
〕安

參
大
學
、
所
請
、
披
覽
之
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皆

見
之
、
首
付
勾
要
文
了
、

　
①
②
か
ら
は
、
康
治
元
年
の
七
月
八
日
に
『
論
語
義
疏
』
を
読
み
始
め
て
、
同
月

二
九
日
に
読
み
終
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
二
二
日
間
の
短
期
間
で
読
了
し
た
こ
と

に
な
り
、
頼
長
の
深
遠
な
学
識
が
窺
わ
れ
る
。
③
は
、
頼
長
の
読
書
目
録
が
記
さ
れ

て
お
り
、
康
治
元
年
（
①
②
を
指
す
）
に
『
論
語
義
疏
』
を
読
了
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
④
は
、『
周
易
』
を
学
ぶ
と
不
吉
で
あ
り
、
ま
た
五
〇
歳
以
後
に
学
ぶ
べ

き
で
あ
る
と
言
う
説
に
つ
い
て
、
頼
長
は
、
証
拠
は
無
く
、『
論
語
義
疏
』
は
若
い

十
卷

首
付
、
書

本
書
裏
、

五
經
正
義
、
公
羊
解
徽
、
穀
梁
疏
、

論
語
皇
侃
疏
、
孝
經
述
義
等
也

時
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
見
え
る
こ
と
を
、
述
べ
て
い
る
。
⑤
は
、
頼
長
が
予
め
助

教
の
清
原
定
安
を
大
学
に
遣
し
て
『
論
語
義
疏
』
等
を
請
求
し
、
講
読
し
て
い
た
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。

　
な
お
、『
台
記
』
の
記
事
を
後
世
に
抄
出
し
た
『
宇
槐
記
抄

（
（（
（

』
の
仁
平
元
年
（
一

一
五
一
）
九
月
二
四
日
条
に
、
頼
長
が
劉
文
冲
と
名
乗
る
宋
商
人
に
「
求
書
目
録
」

を
提
示
し
、
入
手
を
依
頼
し
た
漢
籍
が
記
さ
れ
て
お
り
、『
論
語
』
注
釈
書
の
名
が

見
え
る
。
以
下
に
示
せ
ば
、

　
　
　
名
賢
論
語
會
解

　
　
　
論
語
會

　
　
　
全
解

　
　
　
正
義

　
　
　
秀
義

　
　
　
志
明
義

　
　
　
述
義

　
　
　
論
語
律

の
八
種
の
注
釈
書
を
挙
げ
て
い
る

（
（（
（

。
以
上
の
八
種
の
う
ち
、
撰
者
を
同
定
し
得
る
の

は
、『
論
語
述
義

（
（（
（

』
は
隋
の
劉
炫
（
生
歿
年
不
詳
）、『
論
語
正
義

（
（（
（

』
は
北
宋
の
邢
昺
（
九

三
二
～
一
〇
一
〇
）、『
論
語
全
解

（
（（
（

』
は
北
宋
の
陳
祥
道
（
一
〇
五
三
～
一
〇
九
三
）

の
三
種
の
み
で
、
他
の
五
種
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
詳
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
頼

長
が
当
該
条
に
見
え
る
『
論
語
』
注
釈
書
を
そ
の
後
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否

か
は
記
録
に
見
え
な
い
が
、
存
在
を
知
り
得
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

か
ら
、
頼
長
の
『
論
語
』
注
釈
書
受
容
・
講
読
の
傾
向
を
俄
か
に
は
推
測
し
難
い
が
、

義
疏
学
の
成
果
で
あ
る
『
論
語
述
義
』、
及
び
『
論
語
義
疏
』
と
『
論
語
正
義
』
と

と
も
に
、
宋
学
の
『
論
語
全
解
』
の
入
手
を
依
頼
し
た
こ
と
は
、
中
世
に
至
り
本
格

的
に
受
容
さ
れ
る
宋
学
の
濫
觴
を
検
討
す
る
上
で
看
過
し
得
な
い
事
跡
で
あ
る

（
（（
（

。

　
頼
長
は
『
論
語
義
疏
』
を
講
読
し
て
い
た
。
ま
た
、
清
原
定
安
を
大
学
に
遣
し
た

こ
と
か
ら
見
て
、
定
安
も
『
論
語
義
疏
』
の
存
在
を
知
り
得
て
お
り
、
更
に
当
時
の
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大
学
に
『
論
語
義
疏
』
が
蔵
せ
ら
れ
、
講
読
に
供
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
平
安
時
代
末
期
、
一
二
世
紀
の
公
家
社
会
に
は
、
か
な
り
広
範
囲
に

『
論
語
義
疏
』
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
二
世
紀
後
半
で
は
、
非
参
議
平
基
親

（
（（
（

（
一
一
五
一
～
歿
年
不
詳
）
が
撰
述
し
た

『
往
生
要
集
外
典
鈔

（
（（
（

』
に
『
論
語
義
疏
』
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
。
基
親
は
院
政
期

の
官
人
で
あ
り
、
桓
武
平
氏
高
棟
流
の
行
親
の
六
世
孫
で
あ
る
。
基
親
は
建
永
元
年

（
一
二
〇
六
）
に
出
家
し
、
法
然
上
人
に
帰
依
し
た
。『
往
生
要
集
外
典
鈔
』
の
他
に

『
官
職
秘
抄
』・『
帝
王
広
系
図
百
巻
』・『
雑
例
抄
』・『
選
択
本
願
念
仏
集
序
』・『
善

道
和
尚
画
讃
』・『
浄
土
五
観
図
縁
起
』
を
撰
述
し
た
。
こ
れ
ら
の
典
籍
を
撰
述
す
る

素
養
の
源
泉
と
思
し
き
存
在
に
つ
い
て
、
九
条
兼
実
の
日
記『
玉
葉

（
（（
（

』安
元
三
年〔
治

承
元
年
〕（
一
一
七
七
）
七
月
一
八
日
条
に
、

　
　
　 

文
書
燃
失
事
、
時（

平
（範

・
定（

平
（家

・
親（

平
（範

三
代
記
録
、
大
都
取
出
了
、
但
三
分
之

一
焼
了
、
其
外
史
書
之
類
、
少
々
出
了
、
自
餘
七
百
餘
合
併
以
焼
失
、
十
代

之
文
書
一
時
滅
亡
、
是
家
之
尽
也
云
々
、

と
記
し
、
安
元
の
大
火
に
罹
災
す
る
ま
で
、
基
親
の
家
は「
日
記
の
家

（
（（
（

」と
し
て
代
々

の
日
記
を
所
蔵
し
て
い
た
他
、
史
書
等
の
典
籍
・
文
書
類
を
多
く
所
蔵
し
て
い
た
こ

と
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
基
親
の
経
歴
を
見
る
と
、
国
司
を
経
て
、
勘
解
由
使
・

蔵
人
・
右
少
弁
・
左
少
弁
・
権
右
中
弁
・
右
中
弁
・
右
大
弁
・
左
大
弁
・
兵
部
卿
と

主
に
弁
官
を
歴
任
し
た

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、（
一
）『
官
職
秘
抄
』
以
下
、
多
く
の
著
作

が
あ
る
こ
と
、（
二
）
基
親
が
弁
官
を
歴
任
し
た
こ
と
か
ら
、
基
親
が
和
漢
の
書
に

通
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

　
た
だ
し
、
表
（
に
掲
げ
た
如
く
『
三
教
指
帰
注
集
』・『
三
教
指
帰
注
』・『
和
漢
朗

詠
註
略
抄
』・『
全
経
大
意
』
も
『
論
語
義
疏
』
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
撰
述

者
（
（（
（

に
つ
い
て
は
、
不
詳
な
点
が
多
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

　
な
お
、
時
期
は
『
令
集
解
』
よ
り
若
干
降
る
も
の
の
、
平
安
時
代
初
期
に
存
在
し

た
漢
籍
を
知
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
蔵
書
目
録
と
し
て
、
藤
原
佐
世
（
八

四
七
～
八
九
七
）
に
よ
る
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』（
前
掲
表
（
の
（
）
が
あ
る
。

佐
世
は
式
家
出
身
で
藤
原
基
経
の
家
司
を
務
め
、
菅
原
是
善
の
門
下
で
文
章
博
士
・

大
学
頭
・
右
大
弁
・
左
少
弁
・
右
少
弁
・
式
部
少
輔
等
を
歴
任
し
た
人
物

（
（（
（

で
あ
る
。

　
本
目
録
は
、
貞
観
一
七
年
（
八
七
五
）
正
月
二
八
日
に
後
院
で
あ
る
冷
然
院
が
焼

失
し
、
そ
の
蔵
書
も
灰
燼
に
帰
し
た
こ
と
が
編
纂
の
契
機
と
な
り
、
焼
失
後
、
残
存

し
た
漢
籍
の
目
録
を
作
成
し
た
も
の
と
す
る
説
が
あ
り

（
（（
（

、
成
立
期
は
貞
観
一
七
年
以

降
説
や
寛
平
年
間
（
八
八
九
～
八
九
八
）
説
が
あ
る

（
（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
寛
平
三
年
以

前
、
す
な
わ
ち
仁
和
四
（
八
八
八
）・
五
年
か
ら
寛
平
元
・
二
年
頃
に
存
在
し
た
漢

籍
の
目
録
と
す
る
説
が
存
す
る

（
（（
（

。
本
目
録
の
編
纂
意
図
や
性
格
は
、
俄
か
に
は
何
れ

の
説
と
も
断
じ
難
い
が
、
九
世
紀
後
半
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
本
目
録

（
（（
（

の
論
語
家
に
、

　
　
　
論
語
十
巻

　

　
　
　
論
語
十
巻

　

　
　
　
論
語
六
巻

　

　
　
　
論
語
義
疏
十
巻

　

　
　
　
論
語
疏
十
巻

　

　
　
　
論
語
六
巻

　
　
　
論
語
義
一
巻

　
　
　
論
語
音
一
巻

　
　
　
論
語
弟
子
録
名
一
巻

　
　
　
論
語
私
記
三
巻

　
　
　
孔
子
正
言
廿
巻

　

の
各
注
釈
書
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
書
名
・
撰
者
・
成
立
時
代
を

同
定
し
得
る
の
は
、「
論
語
十
巻

　 

」
は
後
漢
の
鄭
玄
の
『
論
語
鄭
玄
注
』、「
論
語

十
巻

　 
」
は
三
国
魏
の
何
晏
の
『
論
語
集
解
』、「
論
語
義
疏
十
巻

　 

」
は
六
朝
梁

の
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』、「
論
語
疏
十
巻

　 

」
は
六
朝
梁
の
褚
仲
都
の
『
論
語
疏
』、

「
論
語
義
一
巻
」
は
東
晋
の
王
濛
（
三
〇
九
～
三
四
七
）
の
『
論
語
義
』、「
論
語
音

鄭
玄

注
　

何
晏

集
解

陸
善

経
注

皇
侃

撰
　

褚
仲

都
撰梁

武
帝
撰

鄭
玄

注
　

何
晏

集
解

皇
侃

撰
　

褚
仲

都
撰
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一
巻
」
は
東
晋
の
徐
邈
（
三
四
四
～
三
九
七
）
の
『
論
語
音
』、「
論
語
弟
子
録
名
一

巻
」
は
後
漢
の
鄭
玄
の
『
論
語
孔
子
弟
子
目
録
』、「
孔
子
正
言
廿
巻

　 

」
は
六
朝

梁
の
武
帝
蕭
衍
（
四
六
四
～
五
四
九
）
の
『
孔
子
正
言
』
で
あ
る

（
（（
（

。

　
従
っ
て
、『
論
語
義
疏
』
を
含
む
こ
れ
ら
『
論
語
』
注
釈
書
は
、
平
安
時
代
初
期
、

九
世
紀
末
の
冷
然
院
周
辺
の
公
家
社
会
等
、
佐
世
が
目
睹
し
得
る
と
こ
ろ
に
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

む
す
び
に

　
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
は
、「
古
記
」
成
立
期
で
あ
る
天
平
一
〇
年
（
七
三
八
）

頃
に
は
既
に
、
日
本
に
伝
来
し
て
お
り
、
奈
良
・
平
安
時
代
を
通
じ
て
、
親
王
・
公

卿
・
中
下
級
貴
族
・
官
人
・
釈
家
に
受
容
さ
れ
、
広
範
に
浸
透
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
推
測
に
難
く
な
い
。

　
ま
ず
、
八
～
九
世
紀
で
は
、「
古
記
」・「
釈
」・「
讃
」
の
撰
者
で
あ
る
明
法
官
人

に
よ
っ
て
、
律
令
解
釈
の
た
め
、『
論
語
義
疏
』
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
次
い
で
、

一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
初
頭
に
於
い
て
は
、
皇
胤
で
あ
る
具
平
親
王
が
『
止
観
輔

行
伝
弘
決
』
講
究
の
た
め
に
『
論
語
義
疏
』
を
利
用
し
て
い
た
。
更
に
、
一
一
世
紀

前
半
で
は
、
明
法
博
士
惟
宗
允
亮
が
朝
儀
・
吏
務
の
先
例
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

右
大
臣
で
小
野
宮
家
の
藤
原
実
資
が
有
職
故
実
の
理
解
の
た
め
、『
論
語
義
疏
』
を

利
用
し
て
い
た
。
ま
た
、
釈
家
で
は
、
九
世
紀
で
空
海
、
一
〇
世
紀
で
法
相
宗
興
福

寺
の
中
算
が
『
論
語
義
疏
』
を
そ
れ
ぞ
れ
利
用
し
て
い
た
が
、
一
一
世
紀
後
半
に
至

る
と
、
外
典
講
究
の
一
環
と
し
て
『
論
語
義
疏
』
の
利
用
が
顕
著
に
な
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、
一
二
世
紀
前
半
で
は
、
左
大
臣
藤
原
頼
長
が
幾
多
の
漢
籍
を
講
読
し
た
が
、

そ
の
一
つ
と
し
て
『
論
語
義
疏
』
を
講
読
し
て
い
た
。

　
此
の
如
く
、
古
代
を
通
じ
て
連
綿
と
『
論
語
義
疏
』
が
受
容
さ
れ
た
が
、
と
り
わ

け
、
具
平
親
王
と
藤
原
頼
長
の
周
辺
で
は
、
特
徴
的
な
漢
籍
・
漢
学
の
講
究
・
談
義

梁
武

帝
撰

の
「
場
」
が
存
在
し
た
。
一
〇
世
紀
末
～
一
一
世
紀
初
頭
に
具
平
親
王
の
周
辺
に
、

文
才
に
長
け
た
公
卿
や
、
中
下
級
貴
族
で
あ
る
文
人
・
学
者
が
多
く
集
ま
り
、
論
壇

が
形
成
さ
れ
た
。
更
に
、
一
二
世
紀
前
半
に
於
い
て
は
、
藤
原
頼
長
の
周
辺
に
、
や

は
り
中
下
級
の
貴
族
や
官
人
で
あ
る
文
人
・
学
者
が
多
く
集
ま
り
、
論
壇
が
形
成
さ

れ
て
い
た
。
具
平
親
王
と
頼
長
は
、
何
れ
も
当
代
随
一
の
漢
籍
・
漢
学
の
学
殖
を
有

し
て
お
り
、
両
者
を
中
心
と
す
る
論
壇
で
は
、
漢
籍
・
漢
学
の
講
究
・
談
義
が
行
わ

れ
て
い
た
。
講
究
・
談
義
の
題
材
の
一
つ
と
し
て
、
講
読
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、『
論

語
義
疏
』
で
あ
る
。

　
更
に
、
日
本
古
代
に
於
け
る
『
論
語
』
注
釈
書
に
つ
い
て
、
養
老
学
令
で
は
、『
論

語
鄭
玄
注
』
並
び
に
何
晏
の
『
論
語
集
解
』
が
必
須
の
教
授
書
目
と
し
て
規
定
さ
れ

た
が
、
実
際
は
、『
論
語
集
解
』
と
と
も
に
『
論
語
義
疏
』
も
広
範
に
流
布
し
、
利

用
さ
れ
て
い
た
。
日
本
古
代
に
於
け
る
『
論
語
』
注
釈
書
の
利
用
状
況
は
、
大
局
的

に
見
て
、『
論
語
集
解
』
と
『
論
語
義
疏
』
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
お
り
、
両
書
は
参
照

す
べ
き
『
論
語
』
注
釈
書
と
し
て
、
何
れ
も
欠
く
べ
か
ざ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が

言
え
る
。

　
右
の
如
く
、『
論
語
義
疏
』
を
主
た
る
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
日
本
古
代
に
於
け

る
『
論
語
』
注
釈
書
受
容
の
実
相
と
そ
の
変
遷
の
一
斑
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
、

具
平
親
王
・
藤
原
頼
長
、
そ
れ
ら
の
周
辺
の
、
公
卿
・
摂
関
家
の
家
司
・
官
人
が
、

『
論
語
』
注
釈
書
受
容
に
果
た
し
た
役
割
や
そ
の
意
義
が
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
中
世
に
つ
い
て
も
、『
論
語
義
疏
』
等
の
『
論
語
』
注
釈
書
を
引
く
中
世

典
籍
の
性
格
、
成
立
時
期
、
撰
者
周
辺
の
人
的
関
係
を
追
究
す
る
こ
と
、
中
世
の
蔵

書
目
録
か
ら
『
論
語
義
疏
』
等
の
『
論
語
』
注
釈
書
を
捜
索
す
る
こ
と
、
中
世
の
古

記
録
か
ら
『
論
語
義
疏
』
等
の
『
論
語
』
注
釈
書
受
容
の
事
跡
を
渉
猟
す
る
こ
と
、

等
を
通
じ
て
、
中
世
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
諸
相
と
、『
論
語
義
疏
』
の
『
論

語
』
注
釈
書
受
容
史
上
の
相
対
的
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま

た
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
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以
上
の
如
く
、『
論
語
義
疏
』
の
受
容
の
現
象
面
の
解
明
に
止
ま
り
、
そ
の
社
会

思
想
面
か
ら
の
検
討
等
、
検
討
す
べ
き
点
も
尠
な
く
な
く
、
ま
た
、
手
が
か
り
の
尠

な
さ
も
相
俟
っ
て
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
が
、
茲
に
大
方
諸
賢
の
御
批
正
を
乞
う

次
第
で
あ
る
。

　【
謝
辞
】

　
成
稿
に
際
し
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
・
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授 

井

原
今
朝
男
、
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
教
授 

山
城
喜
憲
、
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
特
任
教
授 

吉
岡
眞
之
の
三
氏
に
御
示
教
を
賜
っ
た
。
茲
に
記
し
て
御

礼
申
し
上
げ
る
。

（
（
） 　
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
七
月
四
日
の
「
写
書
雑
用
帳
」
に
「
論
語
廿
卷
」（『
大
日
本
古
文
書
』

一
─
（（（
頁
）、
天
平
年
中
（
七
二
九
～
七
四
九
）
の
「
読
誦
考
試
歴
名
」
に
「
丹
比
眞
人
氣
都

讀
毛
詩
上
帙
論
語
十
卷
」（『
大
日
本
古
文
書
』
二
四
─
（（（
頁
）
と
そ
れ
ぞ
れ
『
論
語
』
の
名
が

見
え
る
。
な
お
、
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
漢
籍
に
つ
い
て
は
、
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る

奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』（
一
九
三
〇
年
、
東
洋
文
庫
）「
附
録 

奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
」

所
収
「〔
附
〕
漢
籍
」
を
参
照
。

（
（
） 　『
論
語
』
を
習
書
し
た
最
古
の
事
例
は
、
観
音
寺
遺
跡
出
土
の
七
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
（
六
二
五

～
六
五
〇
）
の
木
簡
に
「
子
曰

　
学
而
習
時
不
孤
□
乎
□
自
朋
遠
方
来
亦
時
楽
乎
人
不〔

知
カ
〕

□
亦
不

慍
」
と
あ
る
（『
木
簡
研
究
』
二
〇
号
、
一
九
九
八
年
）。
ま
た
、『
論
語
集
解
』
の
習
書
に
は
、

平
城
宮
出
土
（
二
条
大
路
木
簡
）
の
天
平
七
～
八
年
（
七
三
五
～
七
三
六
）
頃
の
も
の
に
「

　

　
何
晏
集
解

　
子
曰
□
」
と
あ
り
（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
二
十
九
）─
二
条
大

路
木
簡
三
─
』
一
九
九
四
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）、
東
大
寺
防
災
施
設
工
事
に
て
出

土
し
た
天
平
一
九
～
二
〇
年
（
七
四
七
～
七
四
八
）
頃
の
も
の
に
、

　
　
　
　
　
◦

　
論
語
序
一『
寺
』
□

　

と
あ
る
（『
木
簡
研
究
』
一
六
号
、
一
九
九
四
年
。『
東
大
寺
防
災
施
設
工
事
・
発
掘
調
査
報
告

書
』
発
掘
調
査
篇
、
二
〇
〇
〇
年
、
東
大
寺
）。
東
大
寺
防
災
施
設
工
事
に
て
出
土
し
た
も
の

は
何
晏
『
論
語
集
解
』
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
東
野
治
之
氏
は
、『
論
語
集
解
』
の
一
部

を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
東
野
治
之
「『
論
語
』
と
『
爾
雅
』」〈
東
野
治

之
『
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』
所
収
、
一
九
九
六
年
、
塙
書
房
）〉。

（
（
） 　『
養
老
令
』
学
令
先
読
経
文
条
に
、
ま
ず
経
文
を
読
み
、
そ
の
後
に
解
釈
す
る
こ
と
、
同
じ

作
心
信
作
心

信
心

哥

 
為
 
□
 
為
是
□
是

為
為
為
為
為
羽

註

く
教
授
正
業
条
に
、
使
用
す
べ
き
『
論
語
』
の
注
釈
書
と
し
て
、『
論
語
鄭
玄
注
』
及
び
何
晏

の
『
論
語
集
解
』
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
初
学
者
は
経
文
の
み
で
『
論
語
』
を
講
読

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
『
論
語
鄭
玄
注
』
な
い
し
は
『
論
語
集
解
』
に
基
づ
い
て
講
義
を

受
け
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、『
論
語
』
は
、
経
文
の
み
で
は
伝
来
せ
ず
、
注

釈
を
伴
っ
て
伝
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
） 　
足
利
衍
述
『
鎌
倉
室
町
時
代
之
儒
教
』（
一
九
三
二
年
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
。
後
に

一
九
七
〇
年
復
刻
版
、
有
明
書
房
。
一
九
八
五
年
復
刻
版
、
鳳
出
版
）
を
参
照
。

（
（
） 　
内
野
熊
一
郎
「
日
本
古
代
（
上
古
よ
り
平
安
初
期
）
経
書
学
的
研
究
」（『
日
本
漢
学
文
芸
史

研
究 

東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
、一
九
五
五
年
。
後
に
「
日
本
古
代
平
安
初
中
期
経
書

経
句
説
学
研
究
」
に
改
題
し
内
野
熊
一
郎
『
内
野
熊
一
郎
博
士
米
寿
記
念
論
文
集 

日
本
漢
文

学
研
究
』
所
収
、
一
九
九
一
年
、
名
著
普
及
会
）
を
参
照
。

（
（
） 　
阿
部
隆
一
氏
の
研
究
は
、

　
　
① 

　「
室
町
以
前
邦
人
撰
述
論
語
孟
子
注
釈
書
考
（
上
）」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
二
輯
、

一
九
六
三
年
）

　
　
② 

　「
室
町
以
前
邦
人
撰
述
論
語
孟
子
注
釈
書
考
（
下
）」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
三
輯 

松
本
芳

男
先
生
古
稀
記
念
論
集
、
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。

（
（
） 　
和
島
芳
男
氏
の
研
究
は
、

　
　
①

　『
日
本
宋
学
史
の
研
究 

増
補
版
』（
一
九
八
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）

　
　
②

　『
中
世
の
儒
学
』（
一
九
六
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
。

（
（
） 　
高
橋
智
『
室
町
時
代
古
鈔
本
『
論
語
集
解
』
の
研
究
』（
二
〇
〇
八
年
、
汲
古
書
院
）
を
参
照
。

氏
に
は
、
こ
の
他
、
南
北
朝
時
代
書
写
に
か
か
る
猿
投
神
社
所
蔵
『
論
語
集
解
』
の
三
本
の
書

誌
と
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
「
南
北
朝
時
代
古
鈔
本
『
論
語
集
解
』
の
研
究
─
猿
投
神
社
所
蔵

本
の
意
義
─
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
四
三
輯
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。

（
（
） 　
武
内
義
雄
氏
の
研
究
は
、

　
　
① 

　『
論
語
義
疏
（
校
本
）・
校
勘
記
』（
一
九
二
四
年
、
懐
徳
堂
記
念
会
。
後
に
『
武
内
義
雄

全
集 

第
一
巻 

論
語
篇
』
所
収
、
一
九
七
八
年
、
角
川
書
店
）

　
　
② 

　「
梁
皇
侃
論
語
義
疏
に
つ
い
て
」（『
支
那
学
』
三
巻
二
号
、
一
九
二
二
年
。『
支
那
学
』
三

巻
三
号
、
一
九
二
二
年
。『
支
那
学
』
三
巻
四
号
、
一
九
二
三
年
。
後
に
「
校
論
語
義
疏
雑

識
─
梁
皇
侃
論
語
義
疏
に
つ
い
て
─
」
に
改
題
し
武
内
義
雄
『
老
子
原
始
』
所
収
、

一
九
二
六
年
、
弘
文
堂
書
房
。『
武
内
義
雄
全
集 

第
一
巻 

論
語
篇
』
所
収
）

　
　
③ 

　「
論
語
皇
疏
校
訂
の
一
資
料
─
国
宝
論
語
総
略
に
つ
い
て
─
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
六

巻
二
・
三
合
併
号
、
一
九
四
八
年
。
後
に
『
武
内
義
雄
全
集 

第
一
巻 

論
語
篇
』
所
収
）

　
　
④ 

　「
国
宝
論
語
総
略
に
つ
い
て
」（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
論
叢
』
一
、一
九
五
三
年
）

を
参
照
。

（
（0
） 　
長
澤
規
矩
也
「
論
語
義
疏
伝
来
に
関
す
る
疑
問
」（『
漢
学
会
雑
誌
』
一
巻
一
号
、
一
九
三
三

年
。
後
に『
長
澤
規
矩
也
著
作
集 

第
七
巻 

シ
ナ
文
学
概
観
・
蔵
書
印
表
』所
収
、
一
九
八
七
年
、
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⑯ 

　「
論
語
義
疏
の
日
本
伝
来
に
つ
い
て
」（『
鎌
田
正
博
士
八
十
寿
記
念
漢
文
学
論
集
』
所
収
、

一
九
九
一
年
、
大
修
館
書
店
）

　
　
⑰ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
（
上
）
─
「
提
示
句
」
の
検
討
─
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

四
三
号
、
一
九
九
一
年
）　

　

　
　
⑱ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
（
下
）
─
「
提
示
句
」
の
検
討
─
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

四
四
号
、
一
九
九
二
年
）

　
　
⑲ 

　「
旧
抄
本
論
語
義
疏
と
敦
煌
本
論
語
疏
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
）

　
　
⑳ 

　「
論
語
総
略
に
つ
い
て
（
一
）」（『
大
妻
女
子
大
学
紀
要
─
文
系
─
』
三
三
号
、
二
〇
〇
一

年
）

　
　
� 

　「
論
語
総
略
に
つ
い
て
（
二
）」（『
大
妻
女
子
大
学
紀
要
─
文
系
─
』
三
五
号
、
二
〇
〇
三

年
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
山
口
謠
司
「『
論
語
義
疏
』
の
系
統
に
就
い
て
」（『
東
洋
文
化
』
復
刊
六
七
号
、
一
九
九
一
年
、

無
窮
会
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
影
山
輝
國
氏
の
研
究
は
、

　
　
① 

　「『
論
語
義
疏
』
校
定
本
及
校
勘
記
─
皇
侃
自
序
―
」（『
別
冊 

年
報
』
Ⅹ
、
二
〇
〇
六
年
、

実
践
女
子
大
学
文
芸
研
究
所
）

　
　
② 

　「『
論
語
義
疏
』
校
定
本
及
校
勘
記
─
何
晏
集
解
序
疏
─
」（『
年
報
』
二
六
号
、
二
〇
〇
七

年
、
実
践
女
子
大
学
文
芸
研
究
所
）

　
　
③ 

　「
翻
刻
『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）
─
皇
侃
自
序
─
」（『
実
践
国
文
学
』
七
四
号
、

二
〇
〇
八
年
）

　
　
④ 

　「
翻
刻
『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）
─
何
晏
集
解
序
疏
─
」（『
実
践
国
文
学
』
七
五
号
、

二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

　
　 

　
こ
の
他
、
氏
の
『
論
語
義
疏
』
に
関
す
る
研
究
に
、「
連
載 

経
籍
訪
古
志
を
読
む
⑥

　
論
語

義
疏 

旧
抄
本
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
一
一 

特
集 

戦
争
と
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
生
活
所
収
、

二
〇
〇
八
年
、
勉
誠
出
版
）、「
評
《
儒
蔵
》
本
《
論
語
義
疏
》」（
北
京
大
学
《
儒
蔵
》
編
纂
与

研
究
中
心
編
『
儒
家
典
籍
与
思
想
研
究
』
二
輯
、
二
〇
一
〇
年
、
北
京
大
学
出
版
社
）、「
ま
だ

見
ぬ
鈔
本
『
論
語
義
疏
』（
一
）」（『
実
践
国
文
学
』
七
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
。

（
（（
） 　
影
山
輝
國
・
洲
脇
武
志
・
齋
藤
建
太
「
翻
刻
『
論
語
義
疏
』（
大
槻
本
）
─
学
而
篇
・
為
政

篇
─
」（『
年
報
』
二
九
号
、
二
〇
一
〇
年
、
実
践
女
子
大
学
文
芸
研
究
所
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
洲
脇
武
志
「
市
島
本
『
論
語
義
疏
』
跋
文
に
つ
い
て
」（『
大
東
文
化
大
学
中
国
学
論
集
』

二
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
太
田
晶
二
郎
「
日
本
漢
籍
史
の
研
究
」（『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
冊
所
収
、
一
九
九
一

年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
。

（
（（
）　
拙
稿
① 

　「『
令
集
解
』
所
引
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
に
関
す
る
諸
問
題
―
「
五
常
」
の
条
を

め
ぐ
っ
て
―
」（『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）

　
　
　
　
　
② 

　「『
政
事
要
略
』
所
引
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

汲
古
書
院
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
阿
部
隆
一
「
金
沢
文
庫
蔵
鎌
倉
鈔
本
周
易
注
疏
其
他
雑
抄
と
老
子
述
義
の
佚
文
」（『
田
山
方

南
先
生
華
甲
記
念
論
文
集
』
所
収
、
一
九
六
三
年
、
田
山
方
南
先
生
華
甲
記
念
会
。
後
に
『
阿

部
隆
一
遺
稿
集 

第
二
巻 

解
題
篇
一
』
所
収
、
一
九
八
五
年
、
汲
古
書
院
）

（
（（
） 　
納
富
常
天
氏
は
、
本
書
を
『
華
厳
演
義
鈔
外
典
鈔
』
な
い
し
は
、『
演
義
鈔
外
典
鈔
』
と
呼

称
す
る
。
納
富
常
天
「
鎌
倉
に
お
け
る
華
厳
教
学
」（〈
鎌
倉
国
宝
館
論
集
第
八
〉
納
富
常
天
『
鎌

倉
の
教
学
―
金
沢
文
庫
資
料
を
中
心
と
し
た
華
厳
教
学
―
』
所
収
、
一
九
六
四
年
、
鎌
倉
市
教

育
委
員
会
・
鎌
倉
国
宝
館
）、
同
「
東
国
仏
教
に
お
け
る
外
典
の
研
究
と
受
容
─
一
─
」（『
金

沢
文
庫
研
究
』
二
二
六
号
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
。
両
論
文
と
も
後
に
納
富
常
天
『
金
沢
文

庫
資
料
の
研
究
』（
一
九
八
二
年
、
法
蔵
館
）
に
所
収
。

（
（（
） 　
高
橋
均
氏
の
研
究
は
、

　
　
① 

　「
論
語
義
疏
皇
侃
序
札
記
」（『
漢
文
学
会
会
報
』
三
〇
号
、
一
九
七
一
年
、
東
京
教
育
大

学
漢
文
学
会
）

　
　
② 

　「
論
語
義
疏
学
而
篇
札
記
」（『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
五
巻
、
一
九
七
四
年
）

　
　
③ 

　「
論
語
義
疏
為
政
篇
札
記
（
上
）」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
三
三
号
、
一
九
八
三
年
）

　
　
④ 

　「
論
語
義
疏
為
政
篇
札
記
（
下
）」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
三
四
号
、
一
九
八
四
年
）

　
　
⑤ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
─
「
通
釈
」
を
中
心
と
し
て
─
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

三
六
号
、
一
九
八
六
年
）

　
　
⑥ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
─
経
文
を
中
心
と
し
て
─
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
三
八
集
、

一
九
八
六
年
）

　
　
⑦ 

　「
論
語
義
疏
八
佾
篇
札
記
（
上
）」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
三
七
号
、
一
九
八
七
年
）

　
　
⑧ 

　「
論
語
義
疏
八
佾
篇
札
記
（
中
）」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
三
八
号
、
一
九
八
八
年
）

　
　
⑨ 

　「
旧
抄
本
論
語
義
疏
に
つ
い
て
─
邢
昺
の
論
語
正
義
の
竄
入
を
中
心
と
し
て
─
」（『
日
本

中
国
学
会
報
』
四
一
集
、
一
九
八
九
年
）

　
　
⑩ 

　「
論
語
義
疏
の
二
種
の
校
本
を
め
ぐ
っ
て
」（『
漢
文
学
会
会
報 

四
七
号 
中
国
文
化
─
研

究
と
教
育
─
』
一
九
八
九
年
、
大
塚
漢
文
学
会
）

　
　
⑪ 

　「
日
本
に
お
け
る
「
論
語
義
疏
」
の
受
容
」（『
高
校
通
信
東
書
国
語
』
二
九
三
号
、

一
九
八
九
年
）

　
　
⑫ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
─
疏
を
中
心
と
し
て
─
（
上
）」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

三
九
号
、
一
九
八
九
年
）

　
　
⑬ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
─
疏
を
中
心
と
し
て
─
（
中
）」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

四
〇
号
、
一
九
九
〇
年
）

　
　
⑭ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
─
疏
を
中
心
と
し
て
─
（
下
）」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

四
一
号
、
一
九
九
〇
年
）

　
　
⑮ 

　「
敦
煌
本
論
語
疏
に
つ
い
て
（
続
）
─
疏
を
中
心
と
し
て
─
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

四
二
号
、
一
九
九
一
年
）
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館
研
究
報
告
』
一
四
五
集
、
二
〇
〇
八
年
）

　
　
　
　
　
③ 

　「『
令
義
解
』「
上
令
義
解
表
」の
注
釈
所
引『
論
語
義
疏
』の
性
格
に
つ
い
て
」（『
日

本
漢
文
学
研
究
』
五
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
松
学
舎
大
学
日
本
漢
文
教
育
研
究
プ
ロ

グ
ラ
ム
）

　
　
　
な
お
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
稿
①
・
②
・
③
と
称
す
る
。

（
（0
） 　
新
訂
増
補
国
史
大
系
二
二
巻
『
律
・
令
義
解
』（
一
九
六
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』（
一
九
三
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　
井
上
光
貞
「
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
影
響
」（〈
日
本
思
想
大
系
３
〉『
律
令
』
所
収
「
解
説
」

一
九
七
六
年
、
岩
波
書
店
。
後
に
『
井
上
光
貞
著
作
集 

第
二
巻 

日
本
思
想
史
の
研
究
』
所
収
、

一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
前
掲
註
（
（（
）
を
参
照
。

（
（（
） 　『
政
事
要
略
』
所
引
『
文
選
』
注
釈
を
介
し
て
の
『
論
語
』
経
文
の
引
用
が
、『
文
選
李
善
注
』

に
引
く
『
薛
綜
注
張
衡
二
京
賦
』
と
推
測
さ
れ
る
注
釈
を
介
し
て
の
『
論
語
』
経
文
の
引
用
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授 

富
永
一
登
氏
に
御
示
教
を

賜
っ
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、『
薛
綜
注
張
衡
二
京
賦
』
の
撰
者
薛
綜
（
生
年
不
詳
～

二
四
三
）
は
三
国
呉
の
人
で
、
現
在
、『
薛
綜
注
張
衡
二
京
賦
』
は
散
佚
し
て
い
る
。

（
（（
） 　
和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』（
一
九
三
六
年
、
明
治
書
院
）「
私
教
類
聚 

一
巻
」
を

参
照
。
な
お
、「〔
参
考
〕
私
教
類
聚
（
吉
備
真
備
）」（
大
曾
根
章
介
氏
校
訂
）（〈
日
本
思
想
大

系
８
〉『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
所
収
、
一
九
七
九
年
、
岩
波
書
店
）
に
輯
佚
さ
れ
る
。

（
（（
） 　
利
光
三
津
夫
『
律
令
及
び
令
制
の
研
究
』（
一
九
五
九
年
、
明
治
書
院
）「
第
一
部 

律
令
の

研
究

　
第
五
章 

わ
が
国
に
舶
載
さ
れ
た
唐
律
の
注
釈
書

　
第
三
節 

唐
律
注
釈
書
逸
文
の
甄

別
」
を
参
照
。

（
（（
） 　
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』（
一
九
九
五
年
、
汲
古
書
院
）
に
「
梁
有
論
語

義
注
圖

　
十
二
卷

　
亡
。」
と
著
録
さ
れ
、「
歷
代
名
畫
記
三
古
之
祕
畫
珍
圖
に
、「
論
語
圖
二
卷
」

が
見
え
る
。」
と
注
記
す
る
が
、『
政
事
要
略
』
所
引
『
論
語
図
』
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

（
（（
） 　
本
書
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
所
蔵
す
る
。
函
架
番
号 

Ｈ
―
一
七
六
二

（
（（
） 　
和
田
英
松
「
政
事
要
略
考
」（『
史
学
雑
誌
』
二
六
編
一
一
号
、
一
九
一
五
年
。
後
に
「
政
事

要
略 

百
三
十
巻
」に
改
題
し
前
掲
註（
（（
）『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』所
収
）、
太
田
晶
二
郎「『
政

事
要
略
』
補
考
」（『
日
本
歴
史
』
六
七
号
、
一
九
五
三
年
。
後
に
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
月
報
』

（
所
収
、
一
九
六
四
年
、
吉
川
弘
文
館
。『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』第
二
冊
所
収
、
一
九
九
一
年
、

吉
川
弘
文
館
）、
虎
尾
俊
哉
「
政
事
要
略
」（
坂
本
太
郎
・
黒
板
昌
夫
編
『
国
史
大
系
書
目
解
題
』

上
巻
所
収
、
一
九
七
一
年
、
吉
川
弘
文
館
。
後
に
虎
尾
俊
哉
『
古
代
典
籍
文
書
論
考
』
所
収
、

一
九
八
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
所
功
「『
小
野
宮
年
中
行
事
』
の
成
立
」（『
国
史
学
』
一
二
四

号
、
一
九
八
四
年
。
後
に
所
功
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』
所
収
、
一
九
八
五
年
、
国

書
刊
行
会
）
の
諸
氏
の
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
旧
稿
②
を
参
照
。

（
（0
） 　
小
島
憲
之
氏
は
、『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
（
上
）
─
序
論
と
し
て
の
上
代
文
学
─
』

（
一
九
六
八
年
、
塙
書
房
）「
第
二
章 

上
代
人
の
学
問
よ
り
表
現
へ

　
一 

学
令
の
検
討

　（
２
）

論
語
・
孝
経
」
に
於
い
て
、「
両
者
（『
論
語
鄭
玄
注
』
と
何
晏
『
論
語
集
解
』
─
筆
者
注
）
が

学
令
に
併
存
す
る
の
は
、
唐
令
の
ま
ま
を
挙
げ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
つ
た
か
。」

と
述
べ
る
。

（
（（
） 　
小
島
憲
之
氏
は
、
前
掲
註
（
（0
）
所
引
書
に
て
、「
学
令
の
記
載
は
、
少
く
と
も
論
語
に
関

す
る
限
り
で
は
、
鄭
玄
注
の
伝
来
及
び
そ
の
直
接
の
利
用
に
つ
い
て
は
甚
だ
疑
は
し
い
。
従
つ

て
、
学
令
と
云
ふ
規
定
に
み
え
る
表
面
上
の
「
名
」（
條
文
）
と
、
こ
れ
を
実
地
に
利
用
し
た

官
人
学
生
ら
の
「
実
」（
実
行
）
と
の
間ギ

ヤ
ツ
プ隙

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
学
令
に

見
え
る
「
鄭
玄
注
」
が
、
単
に
鄭
玄
の
注
を
学
習
す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
前
述
の

如
く
（『
令
集
解
』
等
に
引
く
『
論
語
鄭
玄
注
』
─
筆
者
注
）、
何
晏
集
解
に
も
そ
の
引
用
が
到

る
処
に
み
え
る
た
め
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
が
成
書
と
し
て
の
「
鄭
玄
注

『
論
語
』」
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
学
令
の
記
事
は
文
字
通
り
に
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
上
代
に
於
け
る
論
語
学
は
、
何
晏
集
解
及
び

皇
侃
義
疏
よ
り
始
ま
り
、
学
問
と
し
て
そ
の
訓
読
訓
詁
も
開
始
さ
れ
、
展
開
す
る
。」
と
述
べ
、

『
論
語
鄭
玄
注
』
が
成
書
と
し
て
は
、
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
） 　『
世
俗
諺
文
』
は
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
に
藤
原
頼
通
の
た
め
に
源
為
憲
（
生
年
不
詳

～
一
〇
一
一
）
が
撰
述
し
た
金
言
集
で
あ
る
。
為
憲
は
、
文
章
生
を
経
て
、
内
記
・
蔵
人
・
式

部
丞
等
を
歴
任
し
た
。『
世
俗
諺
文
』
に
も
『
論
語
疏
』
が
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
合
致
す

る
文
を
旧
鈔
本
『
論
語
義
疏
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　 

　『
世
俗
諺
文
』
に
引
く
『
論
語
疏
』
は
、「
聞
一
知
十
」
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
以
下
に
引
用
文
を
示
す
と
、

　
　
　
　
　 

論
語
疏
云
顏
迴
字
子
淵
周
時
魯
人
也
爲
孔
子
弟
子 

曰
吾
與
回
言
終
日
無
違
如
愚
故

子
貢
曰
顏
回
聞
一
知
十
云
々

と
あ
る
。
内
容
か
ら
、
公
冶
長
第
五
の
経
文
「
對
曰
賜
也
何
敢
望
回 

聞
一
以
知
十
賜
也
聞
一

以
也
知
二
」
に
対
す
る
疏
、
或
い
は
為
政
第
二
の
経
文
「
子
曰
吾
與
回
言
終
日
不
違
如
愚
」
に

対
す
る
疏
と
見
ら
れ
る
。
為
政
第
二
の
疏
文
に
「
故
言
終
日
不
違
也
」
が
存
す
る
も
の
の
、『
世

俗
諺
文
』
に
引
く
こ
の
前
後
の
疏
文
に
対
応
す
る
文
を
、
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
為
政
第
二
の
孔
安
国
注
に
「
回
弟
子
也
姓
顏
名
回
字
淵
魯
人
也
」
と
、

同
篇
の
邢
昺
疏
に
「
子
曰
吾
與
回
言
終
日
不
違
如
愚
者
回
弟
子
顏
淵
也
」
と
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。

『
世
俗
諺
文
』
に
、
邢
昺
疏
に
対
応
す
る
文
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、『
世
俗
諺
文
』
に
引
く
『
論

語
疏
』
は
、
邢
昺
『
論
語
正
義
』
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
論
語
正
義
』
が
成
立
し
た

の
は
北
宋
の
真
宗
の
咸
平
二
年
（
九
九
九
）
で
あ
っ
て
、『
世
俗
諺
文
』
が
成
立
し
た
の
は
寛

弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
で
あ
る
。
北
宋
で
成
立
し
て
九
年
後
に
は
日
本
に
舶
載
さ
れ
、
既
に
源

為
憲
が
目
睹
し
得
る
環
境
に
あ
っ
た
か
疑
問
が
残
る
。

　
　 

　
注
目
す
べ
き
は
、
本
文
に
於
い
て
後
述
す
る
、『
宇
槐
記
抄
』
の
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）

九
月
二
四
日
条
に
、
藤
原
頼
長
が
劉
文
仲
と
名
乗
る
宋
商
人
に
「
求
書
目
録
」
を
提
示
し
、
入

回
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手
を
依
頼
し
た
漢
籍
の
中
に
、
邢
昺
『
論
語
正
義
』
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

記
事
は
、『
世
俗
諺
文
』
が
成
立
し
た
時
期
よ
り
、
一
四
四
年
後
の
蔵
書
家
で
あ
り
碩
学
と
し

て
名
高
い
頼
長
が
『
論
語
正
義
』
を
蔵
し
て
お
ら
ず
、
欲
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
世
俗
諺
文
』
所
引
『
論
語
疏
』
は
、
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
で
も
邢
昺
『
論

語
正
義
』
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
以
外
の
『
論
語
疏
』、
例
え
ば
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
著

録
さ
れ
る
六
朝
梁
の
褚
仲
都
『
論
語
疏
』
一
〇
巻
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
定
し
難

い
。

　
　 
　『
世
俗
諺
文
』
は
、「
世
俗
諺
文 

上
巻 

観
智
院
本
」（〈
天
理
図
書
館
善
本
叢
書 

和
書
之
部 

第
五
七
巻
〉『
平
安
詩
文
残
篇
』
所
収
、
一
九
八
四
年
、
八
木
書
店
）
に
よ
っ
た
。
源
為
憲
に

つ
い
て
は
、
岡
田
希
雄
「
源
為
憲
伝
攷
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
巻
一
号
、
一
九
四
二
年
）、

同
「
源
順
及
同
為
憲
年
譜
（
上
）」（『
立
命
館
大
学
論
叢
』
八
輯 

国
語
漢
文
篇 

二
号
、

一
九
四
二
年
）、
同
「
源
順
及
同
為
憲
年
譜
（
下
）」（『
立
命
館
大
学
論
叢
』
一
二
輯 

国
語
漢

文
篇 

三
号
、
一
九
四
三
年
）、
大
曾
根
章
介
「
源
為
憲
雑
感
」（『
リ
ラ
』
八
号
、
一
九
八
〇
年
、

リ
ラ
の
会
。
後
に『
大
曾
根
章
介 

日
本
漢
文
学
論
集
』二
巻
所
収
、
一
九
九
八
年
、
汲
古
書
院
）、

速
水
侑
「
源
為
憲
の
世
界
―
勧
学
会
文
人
貴
族
た
ち
の
軌
跡
―
」（
速
水
侑
編
『
奈
良
・
平
安

仏
教
の
展
開
』
所
収
、
二
〇
〇
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
後
藤
昭
雄
「
源
為
憲
と
藤
原
有
国
の

交
渉
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
七
一
五
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
褚
仲
都
に
つ
い
て
は
、
高
橋

均
「
論
語
注
釈
史
考
（
五
）
―
李
充
、
太
史
叔
明
、
褚
仲
都
、
沈
峭
、
熊
埋
―
」（『
東
京
外
国

語
大
学
論
集
』
五
六
号
、
一
九
九
八
年
）
の
そ
れ
ぞ
れ
を
参
照
。
岡
田
氏
論
文
は
、
後
に
黒
田

彰
・
湯
谷
祐
三
編
『
岡
田
希
雄
集
』（〈
説
話
文
学
研
究
叢
書 

七
巻
〉、
二
〇
〇
四
年
、
ク
レ
ス

出
版
）
に
所
収
。

　
　 

　
な
お
、『
世
俗
諺
文
』
と
そ
の
引
用
漢
籍
の
研
究
に
、
遠
藤
光
正
『
管
蠡
抄
・
世
俗
諺
文
の

索
引
並
び
に
校
勘
』（
一
九
七
八
年
、
現
代
文
化
社
）、
同
『
類
書
の
伝
来
と
明
文
抄
の
研
究
─

軍
記
物
語
へ
の
影
響
─
』（
一
九
八
四
年
、
あ
さ
ま
書
房
）
が
あ
る
。

（
（（
） 　
後
藤
昭
雄
「『
全
経
大
意
』
と
藤
原
頼
長
の
学
問
」（『
成
城
国
文
学
論
集
』
三
三
輯
、

二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
前
掲
註
（
（（
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
空
海
と
そ
の
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
川
崎
庸
之
「
空
海
の
生
涯
と
思
想
」（〈
日
本
思
想

大
系
５
〉『
空
海
』
所
収
、
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　
中
算
及
び
『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』
に
つ
い
て
は
、
吉
田
金
彦
「
醍
醐
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
釈
文

解
題
」（〈
古
辞
書
音
義
集
成 

第
四
巻
〉『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』
所
収
、
一
九
七
九
年
、
汲
古
書

院
）に
よ
っ
た
。
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
は
、『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』（
一
九
七
九
年
、
汲
古
書
院
）「
影

印
」
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』
巻
上
に
、

　
　
　
　
　
　（
前
略
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
初
葉
表
）

　
　
　
　
　
　
我
戸
部
藤
納
言
取
於
朝
大
公
望
准
於
昔
維

　
　
　
　
　
　
摩
詰
鬢
茎
未
剃
心
蓮
早
開
課
予
令
撰
斯

　
　
　
　
　
　
文
蓋
甘
知
其
如
此
也
予
謹
奉
教
命
漸
迴
愚
慮

　
　
　
　
　
　
糅
諸
師
之
音
義
集
諸
家
之
疏
釋
刊
謬
補
闕

　
　
　
　
　
　
省
繁
撮
要
凡
今
所
撰
録
者
取
捷〔

公
カ
〕

□
之
單
字
用

　
　
　
　
　
　
基
公
之
音
訓
其
餘
列
諸
宗
之
疏
釋
載
諸
家

　
」（
初
葉
裏
）

　
　
　
　
　
　
之
切
韻
若
一
字
二
義
立
難
辨
正
則
随〔

處
カ
〕

□
重
出

　
　
　
　
　
　
断
其
疑
網
勒
成
三
巻
名
曰
法
華
釋
文

　
　
　
　
　
　
人
間
跛
鱉
僧
中 

羊
雖
望
龍
象
之
光
塵
猶

　
　
　
　
　
　
昧
内
外
於
味
道
以
蠡
酌
海
恐
多
缺
漏
時
景
子

　
　
　
　
　
　
年
建
酉
月
朔
五
日
興
福
寺
釋
中
筭
聊
自
叙
之

　
　
　
　
　
　
言
尓

　
　
　
　
　
　
妙
法
蓮
華
経
釋
文
巻
上

　
　
　
　
釋
中
筭
撰
」（
第
二
葉
表
）

と
あ
る
。

（
（（
） 　『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』
巻
下
末
葉
に
、

　
　
　
　
　
　
先
師
中
公
製
作
斯
文
不
及
清
書
付
愚
早
逝

　
　
　
　
　
　
遺
言
留
耳 

恩
在
心
故
今
尋
書
獻
上
納
言
」（
表
）

　
　
　
　
　
　
矣
弟
子
真
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
裏
）

　
　
と
奥
書
を
有
す
る
。

（
（（
） 　
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
第
一
篇
（
一
九
八
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
。

（
（0
） 　『
経
典
釈
文
』
は
、
唐
の
陸
徳
明
が
撰
し
た
音
義
書
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、『
周
易
』・『
古

文
尚
書
』・『
毛
詩
』・『
周
礼
』・『
儀
礼
』・『
礼
記
』・『
春
秋
左
氏
伝
』・『
春
秋
公
羊
伝
』・『
春

秋
穀
梁
伝
』・『
孝
経
』・『
論
語
』・『
老
子
』・『
荘
子
』・『
爾
雅
』
の
音
義
並
び
に
文
字
の
異
同

を
採
集
し
、
考
証
し
た
も
の
で
、
六
朝
音
を
知
る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
た
だ
し
、
興
福

寺
所
蔵
本
は
「
礼
記
音
義
」
の
み
の
残
巻
で
あ
る
。

（
（（
） 　『
講
周
易
疏
論
家
義
記
』
は
、『
周
易
』
の
六
朝
義
疏
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
江
南

義
疏
家
の
う
ち
、
論
家
に
属
す
る
。
三
国
魏
の
王
弼
の
玄
学
を
祖
述
し
、
三
玄
の
学
を
主
と
し

て
、
仏
教
学
の
論
理
を
駆
使
し
、
三
玄
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
狩
野
直
喜
「
奈
良
時
代
抄

本
講
周
易
疏
及
経
典
釈
文
考
」（
一
九
二
四
年
支
那
学
会
講
演
稿
。
後
に
狩
野
直
喜
『
支
那
学

文
薮
』
所
収
、
一
九
七
三
年
、
み
す
ず
書
房
）、
藤
原
高
男
「
講
周
易
疏
論
家
義
記
に
於
け
る

易
学
の
性
格
」（『
漢
魏
文
化
』
創
刊
号
、
一
九
六
〇
年
）、
同
「
江
南
義
疏
家
の
二
派
に
関
す

る
一
考
察
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
一
二
輯
、
一
九
六
〇
年
）、
河
野
貴
美
子
「
興
福
寺
『
経

典
釈
文
』
及
び
『
講
周
易
疏
論
家
義
記
』
に
つ
い
て
」（『
汲
古
』
五
二
号 

米
山
寅
太
郎
先
生
・

中
嶋
敏
先
生
追
悼
号
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
善
珠
の
『
唯
識
義
灯
増
明
記
』
に
は
、
唐
の
賈
大
隠
の
『
老
子
述
義
』、
同
じ
く
唐
の
成
玄

英
の
『
荘
子
疏
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
河
野
貴
美
子
「
善
珠
撰
述
仏
典
注
釈
書
に
お
け
る
老

荘
関
係
書
の
引
用
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
七
三
、二
〇
〇
五
年
、
勉
誠
出
版
）
を
参
照
。
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（
（（
） 　
具
平
親
王
と
そ
の
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
大
曾
根
章
介
「
具
平
親
王
考
」（『
国
語
と
国

文
学
』三
五
巻
一
二
号
、
一
九
五
八
年
）、
同「
具
平
親
王
の
生
涯（
上
）」（
紫
式
部
学
会
編『
源

氏
物
語
と
そ
の
周
辺
の
文
学 

研
究
と
資
料
』
古
代
文
学
論
叢
一
〇
輯 

研
究
篇
所
収
、

一
九
八
六
年
）、
同
「
具
平
親
王
の
生
涯
（
下
）」（〈
和
漢
比
較
文
学
叢
書
（（
〉『
源
氏
物
語
と

漢
文
学
』
所
収
、
一
九
九
三
年
、
汲
古
書
院
。
な
お
、
当
該
註
所
引
の
大
曾
根
氏
論
文
全
て
、

後
に
前
掲
註
（
（（
）『
大
曾
根
章
介 

日
本
漢
文
学
論
集
』
二
巻
所
収
）、
後
藤
昭
雄
「
一
条
詩

壇
と
『
本
朝
麗
藻
』」（『
国
語
と
国
文
学
』
四
六
巻
八
号
、
一
九
六
九
年
。
後
に
後
藤
昭
雄
『
平

安
朝
漢
文
学
論
考
』
所
収
、
一
九
八
一
年
、
桜
楓
社
）、
平
林
盛
得
「
中
書
大
王
と
慶
滋
保
胤

―
日
本
往
生
極
楽
記
の
補
訂
者
」（『
説
話
文
学
研
究
』
一
六
号
、
一
九
八
一
年
。
後
に
平
林
盛

得
『
慶
滋
保
胤
と
浄
土
思
想
』
所
収
、
二
〇
〇
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
川
口
久
雄
『
三
訂
平

安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究 

中
篇
―
王
朝
文
学
の
中
興
―
』（
一
九
八
二
年
、
明
治
書
院
）「
第

一
七
章 

寛
弘
期
漢
文
学
と
そ
の
特
質
（
そ
の
一
）　
第
三
節 

具
平
親
王
の
文
学
と
弘
決
外
典

鈔
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
具
平
親
王
の
漢
籍
講
究
と
そ
の
漢
学
に
関
し
て
は
、
河

野
貴
美
子
「
具
平
親
王
『
弘
決
外
典
鈔
』
の
方
法
」（
吉
原
浩
人
・
王
勇
編
『
海
を
渡
る
天
台

文
化
』
所
収
、
二
〇
〇
八
年
、
勉
誠
出
版
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
慶
滋
保
胤
（
生
年
不
詳
～
一
〇
〇
二
）
は
、
陰
陽
家
賀
茂
忠
行
の
子
息
。
文
章
博
士
か
ら
内

記
・
弁
官
・
式
部
大
輔
を
歴
任
し
た
菅
原
文
時
に
師
事
。
天
延
二
年
（
九
七
四
）
に
勧
学
会
を

結
成
し
た
。
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
出
家
し
叡
山
横
川
に
住
し
、
増
賀
上
人
に
止
観
、
恵
心

僧
都
源
信
に
念
仏
を
学
ん
だ
。
浄
土
信
仰
に
精
通
し
、『
日
本
往
生
極
楽
記
』
を
撰
述
し
た
。

漢
詩
は
『
本
朝
文
粋
』・『
和
漢
朗
詠
集
』
に
収
載
さ
れ
る
。『
大
日
本
史
料
』
二
編
之
四
「
長

保
四
年
十
二
月
九
日
」
条
、
平
林
盛
得
「
摂
関
期
に
お
け
る
浄
土
思
想
の
一
考
察
―
慶
滋
保
胤

に
つ
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
六
号
、
一
九
五
六
年
。
後
に
『
慶
滋
保
胤
と
浄
土
思
想
』
所
収
）、

同
「
慶
滋
保
胤
の
死
―
三
河
入
道
寂
照
の
入
宋
に
関
連
し
て
」（『
日
本
仏
教
』
二
一
号
、

一
九
六
五
年
。
後
に
『
慶
滋
保
胤
と
浄
土
思
想
』
所
収
）、
前
掲
註
（
（（
）
平
林
氏
論
文
、
増

田
繁
夫
「
慶
滋
保
胤
伝
攷
」（『
国
語
国
文
』
三
三
巻
六
号
、
一
九
六
四
年
）、
後
藤
昭
雄
「
慶

滋
保
胤
＝
寂
心 

出
家
し
た
文
人
（
二
）」（〈
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（（（
〉
後
藤
昭
雄
『
天
台

仏
教
と
平
安
朝
文
人
』
所
収
、
二
〇
〇
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
。
な
お
、
そ
の
他
、
慶

滋
保
胤
に
つ
い
て
は
、
平
林
盛
得
『
慶
滋
保
胤
と
浄
土
思
想
』
所
収
の
論
文
に
詳
し
い
。

（
（（
） 　
橘
正
通
（
生
歿
年
不
詳
）
は
、
大
舎
人
頭
橘
実
利
の
子
息
。
宮
内
少
丞
等
を
務
め
た
。
大
学

寮
に
学
び
源
順
に
師
事
し
た
。『
本
朝
文
粋
』
等
に
漢
詩
が
収
載
さ
れ
る
。『
大
日
本
史
料
』
一

編
之
一
四
「
天
禄
三
年
八
月
十
八
日
」
条
、
堀
内
秀
晃
「
橘
正
通
伝
記
考
」（『
東
京
医
科
歯
科

大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』
一
号
、
一
九
七
一
年
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
あ
る
僧
と
は
、
前
掲
註
（
（（
）
納
富
氏
論
文
「
東
国
仏
教
に
お
け
る
外
典
の
研
究
と
受
容
─

一
─
」
に
よ
る
と
、
増
賀
上
人
と
推
定
す
る
。

（
（（
） 　
前
掲
註
（
（（
）後
藤
氏
論
文
を
参
照
。
書
斎
桃
花
閣
の
名
は
、
高
階
積
善
等
が
編
纂
し
た『
本

朝
麗
藻
』
巻
下 

懐
旧
部
の
藤
原
為
時
の
詩
に
見
え
る
。
な
お
、『
本
朝
麗
藻
』
は
大
曾
根
章
介
・

佐
伯
雅
子
編
『
校
本 

本
朝
麗
藻 

附
索
引
』（
一
九
九
二
年
、
汲
古
書
院
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　
尾
崎
康
「
弘
決
外
典
鈔
引
書
考
並
索
引
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
三
輯
、
一
九
六
四
年
）、
前

掲
註
（
（（
）
河
野
氏
論
文
を
参
照
。

（
（（
） 　
藤
原
行
成
（
九
七
二
～
一
〇
二
七
）
の
日
記
で
あ
る
『
権
記
』
に
、
以
下
の
二
箇
条
の
具
平

親
王
と
漢
籍
に
関
す
る
記
事
が
認
め
ら
れ
る
。『
増
補
史
料
大
成
』（
一
九
七
五
年
、
臨
川
書
店
）

所
収
本
で
は
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
三
月
廿
八
日
条
、『
史
料
纂
集
』（
一
九
八
七
年
、
続
群

書
類
従
完
成
会
）
所
収
本
で
は
長
保
三
年
三
月
二
日
条
の
そ
れ
ぞ
れ
に
行
成
が
具
平
親
王
に

『
荘
子
』
一
部
・『
唐
暦
』
二
帙
を
返
却
し
た
記
事
、
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
四
月
七
日
条
に

行
成
が
具
平
親
王
に
『
草
玉
篇
』
三
巻
を
返
却
し
た
記
事
が
認
め
ら
れ
る
。『
増
補
史
料
大
成
』

と
『
史
料
纂
集
』
が
同
一
記
事
を
異
な
る
月
日
に
懸
け
て
い
る
の
は
、『
史
料
纂
集
』
の
底
本

で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
に
缺
巻
が
あ
り
、
更
に
そ
れ
を
補
う
諸
本
の
長
保
三

年
三
月
の
巻
に
日
次
が
前
後
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と（『
増
補
史
料
大
成
』所
収
本 

解
題〈
矢

野
太
郎
氏
執
筆
〉）
か
ら
、『
増
補
史
料
大
成
』（
底
本
は
伏
見
宮
家
従
浦
野
直
輝
氏
が
伏
見
宮

本
を
転
写
し
た
も
の
を
更
に
井
上
頼

　
氏
が
転
写
さ
せ
た
も
の
）
が
、
錯
簡
を
補
正
し
た
こ
と

に
起
因
す
る
異
同
で
あ
る
。
伏
見
宮
本
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

伏
見
宮
家
本 

行
成
卿
記
』（
紙
焼
き
写
真
）
を
用
い
た
。
な
お
、
行
成
の
漢
学
を
検
討
し
た
も

の
に
、
藤
原
克
己
「『
権
記
』
を
中
心
に
」（
山
中
裕
編
『
古
記
録
と
日
記
』
下
巻
所
収
、
一
九
九
三

年
、
思
文
閣
出
版
）
が
あ
り
、
長
保
三
年
三
月
二
日
条
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
（0
） 　
和
田
英
松
「
惟
宗
氏
と
律
令
」（『
国
史
説
苑
』
所
収
、
一
九
三
九
年
、
明
治
書
院
）
を
参
照
。

（
（（
） 　『
修
文
殿
御
覧
』
な
い
し
は
そ
の
藍
本
で
あ
る
『
華
林
遍
略
』
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
パ
リ
国
立
図
書
館
所
蔵
敦
煌
佚
名
類
書（
整
理
番
号 P.（（（（

）、『
北
堂
書
鈔
』・『
藝
文
類
聚
』・

『
初
学
記
』・『
太
平
御
覧
』、
及
び
日
本
に
於
け
る
類
書
の
淵
源
で
あ
る
『
秘
府
略
』
の
各
書
に

つ
い
て
、『
論
語
義
疏
』
の
引
用
文
辞
の
有
無
を
調
査
し
た
結
果
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
見

出
し
得
な
か
っ
た
。
た
だ
、
敦
煌
佚
名
類
書
と
『
秘
府
略
』
は
、
と
も
に
極
一
部
が
残
存
す
る

に
過
ぎ
な
い
た
め
、『
論
語
義
疏
』
の
引
用
条
数
を
始
め
と
す
る
両
書
の
全
貌
を
窺
い
知
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
が
、《
一
》
敦
煌
佚
名
類
書
以
下
の
各
類
書
に
『
論
語
義
疏
』
の
引
用
文

辞
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、《
二
》『
政
事
要
略
』・『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
の
両
書
に
引
用

さ
れ
る
『
論
語
義
疏
』
に
は
共
通
の
脱
字
・
脱
文
・
節
略
が
認
め
ら
れ
、
両
書
は
親
近
性
が
窺

わ
れ
る
こ
と
、《
三
》
前
掲
註
（
（（
）
の
和
田
氏
を
始
め
と
す
る
諸
氏
に
よ
り
、『
小
野
宮
年
中

行
事
』
の
編
纂
に
際
し
、『
政
事
要
略
』
を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
藤
原
実
資
か
ら
の

依
頼
で
『
政
事
要
略
』
の
編
纂
が
企
て
ら
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
、《
四
》
惟

宗
直
本
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
令
集
解
』・『
政
事
要
略
』・『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
の
各
書

に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
義
疏
』
の
性
格
が
符
合
す
る
こ
と
、
の
四
点
か
ら
鑑
み
て
、『
令
集
解
』・

『
政
事
要
略
』・『
小
野
宮
年
中
行
事
裏
書
』
の
各
書
に
引
用
さ
れ
る
『
論
語
義
疏
』
は
、
類
書

等
か
ら
の
間
接
引
用
で
は
な
く
、
惟
宗
家
に
相
伝
し
て
い
た
『
論
語
義
疏
』
を
藍
本
と
し
た
と

す
る
仮
説
を
提
出
し
た
。
詳
し
く
は
、
旧
稿
②
を
参
照
。

288

国立歴史民俗博物館研究報告
第 163集　2011年 3月



（
（（
） 　
前
掲
註
（
（（
）
の
《
二
》
を
参
照
。

（
（（
） 　
濟
暹
に
つ
い
て
は
、『
大
日
本
史
料
』
三
編
之
一
六
「
永
久
三
年
十
一
月
二
十
六
日
」
条
、

広
小
路
亨
「
濟
暹
の
研
究
─
伝
記
、
学
風
、
信
仰
─
」（『
仏
教
研
究
』
四
巻
六
号
、
一
九
四
一

年
）、
大
山
公
淳
「
仁
和
寺
濟
暹
僧
都
の
教
学
─
高
野
山
教
学
展
開
の
一
と
し
て
─
」（『
印
度

学
仏
教
学
研
究
』
一
五
巻
一
号
、
一
九
六
六
年
）、
同
「
仁
和
寺
濟
暹
僧
都
の
教
学
─
高
野
山

教
学
展
開
の
一
と
し
て
─
」（『
密
教
学
』
五
号
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　『
台
記
』
一
（〈
増
補
史
料
大
成
〉
一
九
六
五
年
、
臨
川
書
店
）
を
用
い
た
。

（
（（
） 　
藤
原
頼
長
と
そ
の
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
橋
本
義
彦
『
藤
原
頼
長
』（〈
人
物
叢
書
（（0
〉

一
九
六
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　
頼
長
の
学
問
と
蔵
書
家
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
小
川
剛
生
『
中
世
の
書
物
と
学
問
』

〈
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
（（
〉（
二
〇
〇
九
年
、
山
川
出
版
社
）
を
参
照
。
な
お
、
頼
長
の
漢
籍
講

究
に
つ
い
て
概
観
し
た
も
の
に
、
謝
秦
「
頼
長
と
漢
学
―
『
台
記
』
よ
り
見
る
―
」（『
鶴
山
論

叢
』
四
号
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
（（
） 　『
台
記
別
記 

宇
槐
記
抄
』（〈
増
補
史
料
大
成
〉
一
九
六
五
年
、
臨
川
書
店
）
を
用
い
た
。

（
（（
） 　
林
泰
輔
編
『
論
語
年
譜
』（
一
九
一
六
年
、
大
倉
書
店
）「
近
衛
天
皇
仁
平
元
・
南
宋
高
宗
紹

興
二
一
・
西
紀
一
一
五
一
」
条
に
於
い
て
、
氏
は
「
全
解
は
宋
の
陳
祥
道
、
正
義
は
邢
昺
の
作

に
し
て
、
述
義
は
隋
の
劉
炫
の
述
義
な
る
べ
し
。
そ
の
他
は
考
ふ
る
所
な
し
。
或
は
文
字
の
誤

謬
あ
ら
ん
か
。」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
大
庭
脩
・
王
勇
編
『
典
籍
』（〈
日
中
文
化
交
流
史

叢
書
［
（
］〉
一
九
九
六
年
、
大
修
館
書
店
）「
第
一
章 

日
本
に
お
け
る
中
国
典
籍
の
伝
播
と

影
響

　
四 

唐
商
献
納
品
と
中
国
典
籍
」（
大
庭
脩
氏
執
筆
）
に
て
、「
求
書
目
録
」
中
の
書
名

の
省
略
を
補
っ
て
、
掲
げ
て
い
る
。
適
宜
、
両
書
も
参
考
に
し
た
。

（
（（
） 　『
論
語
述
義
』
は
、
北
宋
の
邢
昺
『
論
語
正
義
』
の
原
資
料
と
な
っ
た
も
の
で
、
現
在
は
、

散
佚
し
て
い
る
。
野
間
文
史
「
論
語
正
義
源
流
私
攷
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
一
巻
特

輯
号
、
一
九
九
一
年
。
後
に
「
邢
昺
『
論
語
正
義
』
に
つ
い
て
」
に
改
題
し
野
間
文
史
『
五
経

正
義
の
研
究
─
そ
の
成
立
と
展
開
』
所
収
、
一
九
九
八
年
、
研
文
出
版
）
を
参
照
。

（
（0
） 　『
論
語
正
義
』
は
、
唐
の
太
宗
の
貞
観
一
二
年
（
六
三
八
）
に
孔
穎
達
等
が
勅
を
奉
じ
て
五

経
の
疏
と
し
て
『
五
経
正
義
』
を
撰
し
た
が
、『
論
語
』
等
の
疏
は
撰
せ
ら
れ
ず
、
北
宋
の
咸

平
二
年
（
九
九
九
）
に
邢
昺
が
勅
を
奉
じ
て
、
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
を
原
資
料
と
し
て
、
蕪

雑
を
刪
略
し
て
撰
し
た
。
高
田
眞
治『
論
語
の
文
献
・
註
釈
書
』（
一
九
三
七
年
、
春
陽
堂
書
店
）、

武
内
義
雄
『
論
語
之
研
究
』（
一
九
三
九
年
、
岩
波
書
店
。
後
に
前
掲
註
（
（
）『
武
内
義
雄
全

集 

第
一
巻 

論
語
篇
』
所
収
）
を
参
照
。
ま
た
、
前
掲
註
（
（（
）
の
野
間
氏
論
文
に
よ
る
と
、『
論

語
述
議
』
も
原
資
料
と
し
た
こ
と
と
、
更
に
、「『
四
庫
提
要
』
が
『
論
語
正
義
』
を
「
漢
学
」

の
終
着
駅
で
あ
る
と
評
す
る
の
は
当
た
っ
て
い
る
が
、「
宋
学
」
の
出
発
点
で
あ
る
と
見
な
す

こ
と
に
は
、
そ
の
具
体
例
の
指
摘
が
無
い
だ
け
に
、
大
い
に
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

（
中
略
）
こ
れ
ま
で
「
義
疏
」
の
学
は
『
五
経
正
義
』
を
も
っ
て
終
焉
し
た
と
考
え
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
唐
末
五
代
を
経
て
北
宋
の
初
め
に
ま
で
綿
々
と
継
承
さ
れ
て
い
た
と
は
、

筆
者
に
と
っ
て
は
発
見
で
あ
っ
た
。
邢
昺
『
論
語
正
義
』
こ
そ
が
六
朝
時
代
の
「
義
疏
」
の
学

の
終
焉
で
あ
っ
た
の
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
） 　『
論
語
全
解
』
の
撰
者
陳
祥
道
は
、
北
宋
の
王
安
石
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）
の
門
人
で
、

三
礼
に
長
じ
た
。『
論
語
全
解
』
の
他
、『
礼
書
』
一
五
〇
巻
を
撰
し
た
。
前
掲
註
（
（0
）『
論

語
の
文
献
・
註
釈
書
』、
原
田
種
成
編『
訓
点
本
四
庫
提
要 

経
部
六 

四
書
・
楽
類
』（
一
九
八
三

年
、
汲
古
書
院
）、『
足
本
宋
元
学
案
』（
一
九
七
一
年
、
広
文
書
局
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
棚
橋
光
男
「
転
形
期
の
王
権
―
後
白
河
論
序
説
」（
編
者
代
表 

永
原
慶
二
『
講
座
・
前
近
代

の
天
皇
（ 

天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開
そ
の
１
』
所
収
、
一
九
九
二
年
、
青
木
書
店
。
後
に
「
後

白
河
論
序
説
」
に
改
題
し
棚
橋
光
男
『
後
白
河
法
皇
』
所
収
、
一
九
九
五
年
、
講
談
社
）
は
、『
宇

槐
記
抄
』
の
「
求
書
目
録
」
に
著
録
さ
れ
る
漢
籍
を
、
頼
長
の
学
風
を
知
る
一
例
と
す
る
。
氏

は
、
そ
の
学
風
に
つ
い
て
、
訓
詁
学
で
は
な
く
、
義
理
の
解
明
に
主
眼
が
あ
っ
て
、
漢
唐
訓

詁
学
の
克
服
を
企
図
し
、
宋
学
に
肉
薄
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
た
だ
し
、「
求
書
目
録
」

に
著
録
さ
れ
る
『
論
語
』
注
釈
書
か
ら
見
る
に
、
漢
唐
訓
詁
学
の
書
と
宋
学
の
書
は
、
と
も
に

著
録
さ
れ
て
お
り
、
漢
唐
訓
詁
学
の
克
服
を
企
図
し
て
い
る
よ
う
に
は
察
せ
ら
れ
な
い
。

（
（（
） 　
平
基
親
に
つ
い
て
は
、
山
崎
誠
「
平
基
親
撰
「
往
生
要
集
外
典
鈔
」
考
」（
山
崎
誠
『
中
世

学
問
史
の
基
底
と
展
開
』
所
収
、
一
九
九
三
年
、
和
泉
書
院
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　『
往
生
要
集
外
典
鈔
』
は
、
真
福
寺
宝
生
院
真
福
寺
文
庫
所
蔵
原
本
を
用
い
た
。

（
（（
） 　『
玉
葉
』
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
九
条
家
本
玉
葉 

五
』（〈
図
書
寮
叢
刊
〉
一
九
九
八
年
、

明
治
書
院
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　
日
記
の
家
と
し
て
の
高
棟
流
に
つ
い
て
は
、
松
薗
斉
『
日
記
の
家
─
中
世
国
家
の
記
録
組
織

─
』（
一
九
九
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）「
第
一
章 

「
日
記
の
家
」
の
概
念
化

　
第
二
章 

貴
族
社

会
と
家
記
─
「
日
記
の
家
」
間
接
史
料
の
検
討
─

　
第
三
章 

家
記
の
構
造
」
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 　
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
第
一
篇
（
一
九
八
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
。

（
（（
） 　『
三
教
指
帰
注
集
』
は
佐
藤
義
寛
『
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
三
教
指
帰
注
集
』
の
研
究
』

（
一
九
九
二
年
、
大
谷
大
学
）、『
三
教
指
帰
注
』
は
太
田
次
男
「
釈
信
救
と
そ
の
著
作
に
つ
い

て
―
附
・
新
楽
府
略
意
二
種
の
翻
印
―
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
五
輯
、
一
九
六
七
年
。
後
に
太

田
次
男
『
旧
鈔
本
を
中
心
と
す
る
白
氏
文
集
本
文
の
研
究
』
下
巻
、
一
九
九
七
年
、
勉
誠
社
）、

『
和
漢
朗
詠
註
略
抄
』
は
黒
田
彰
「
室
町
以
前
〈
朗
詠
注
〉
書
誌
稿
」（『
中
世
文
学
』

二
八
、一
九
二
八
年
。
後
に
加
筆
し
て
黒
田
彰
『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
』
所
収
、

一
九
八
七
年
、
和
泉
書
院
。
改
題
し
て
「
和
漢
朗
詠
註
抄
・
註
略
抄
伝
本
解
題
」〈
伊
藤
正
義
・

黒
田
彰
・
三
木
博
雅
編
著
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』
一
巻
所
収
、
一
九
九
七
年
、
大
学
堂

書
店
〉）、
山
崎
誠
「
身
延
文
庫
蔵
和
漢
朗
詠
註
略
抄
影
印
並
び
に
翻
刻
」（『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』

五
輯
、
一
九
八
二
年
、
武
蔵
野
書
院
。
後
に
加
筆
改
題
し
て
「「
和
漢
朗
詠
註
抄
」
攷
」〈『
国

語
と
国
文
学
』
五
九
巻
三
号
、
一
九
八
二
年
。
前
掲
註
（
（（
）『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』

所
収
〉）、『
全
経
大
意
』
は
後
藤
昭
雄
「『
全
経
大
意
』
に
つ
い
て
」（
科
研
研
究
成
果
報
告
書 

課
題
番
号
一
九
三
二
〇
〇
三
七 

研
究
代
表
者
後
藤
昭
雄
『
真
言
密
教
寺
院
に
伝
わ
る
典
籍
の
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学
際
的
調
査
・
研
究
―
金
剛
寺
本
を
中
心
に
―
』
所
収
、
二
〇
〇
九
年
）
及
び
前
掲
註
（
（（
）

の
同
氏
論
文
の
そ
れ
ぞ
れ
を
参
照
。

（
（（
） 　
藤
原
佐
世
に
つ
い
て
は
、『
大
日
本
史
料
』
一
編
之
二
「
寛
平
九
年
是
秋
」
条
、
後
藤
昭
雄
「
藤

原
佐
世
―
菅
原
道
真
の
周
囲
―
」（『
古
代
文
化
』
三
一
巻
五
号
、
一
九
七
九
年
）、
同
「
三
善

清
行
と
藤
原
佐
世
」（
前
掲
註
（
（（
）『
天
台
仏
教
と
平
安
朝
文
人
』
所
収
）
を
参
照
。

（
（0
） 　『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
を
、
冷
然
院
焼
失
後
、
残
存
し
た
漢
籍
の
目
録
で
あ
る
と
す
る
説

に
は
、
島
田
重
礼
「
目
録
ノ
書
ト
史
学
ト
ノ
関
係
」（『
史
学
雑
誌
』
四
編
三
九
号
、
一
八
九
三

年
）、
内
藤
虎
次
郎
「
平
安
朝
時
代
の
漢
文
学
」（
内
藤
虎
次
郎
『
日
本
文
化
史
研
究
』
所
収
、

一
九
四
六
年
、
弘
文
堂
書
房
。
後
に
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
九
巻
所
収
、
一
九
六
九
年
、
筑
摩

書
房
）、
狩
野
直
喜
「
日
本
国
見
在
書
目
録
に
就
い
て
」（『
藝
文
』
一
巻
一
号
、
一
九
一
〇
年
。

後
に
前
掲
註
（
（（
）『
支
那
学
文
薮
』
所
収
）、
山
田
孝
雄
「
帝
室
博
物
館
蔵 

日
本
国
見
在
書

目
録 

解
説
」（『
日
本
国
見
在
書
目
録
』所
収
、
一
九
二
五
年
、
古
典
保
存
会
事
務
所
。
後
に「
日

本
国
見
在
書
目
証
注
稿
解
題
」
に
改
題
し
〈
日
本
古
典
全
集
第
二
回
・
狩
谷
棭
齋
全
集
七
巻
〉

『
日
本
国
見
在
書
目
証
注
稿
』
所
収
、
一
九
二
八
年
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
。
更
に
「
日
本

国
見
在
書
目
録
」
に
改
題
し
山
田
孝
雄
『
典
籍
説
稿
』
所
収
、
一
九
五
四
年
、
西
東
書
房
）、

和
田
英
松
「
日
本
見
在
書
目
録
に
就
て
」（『
史
学
雑
誌
』
四
一
編
九
号
、
一
九
三
〇
年
）、
川

口
久
雄
『
三
訂
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究 

上
篇
―
王
朝
漢
文
学
の
形
成
―
』（
一
九
七
五

年
、
明
治
書
院
）「
第
六
章 

唐
・
勃
海
と
の
交
通
と
日
本
見
在
書
目
録

　
第
四
節 

日
本
見
在

書
目
録
の
編
修
と
そ
の
特
色
」、
小
長
谷
恵
吉
『
日
本
国
見
在
書
目
録
解
説
稿 

附 

同
書
目
録
・

索
引
』（
一
九
七
六
年
、
小
宮
山
出
版
）
の
諸
氏
が
い
る
。

（
（（
） 　
貞
観
一
七
年
以
前
説
に
小
長
谷
恵
吉
氏
、
寛
平
年
間
説
に
島
田
重
礼
・
狩
野
直
喜
・
山
田

孝
雄
・
川
口
久
雄
の
四
氏
が
い
る
。
前
掲
註
（
（0
）
を
参
照
。

（
（（
） 　
仁
和
四
・
五
年
か
ら
寛
平
元
・
二
年
頃
に
存
在
し
た
漢
籍
の
目
録
と
す
る
説
に
は
、
太
田
晶

二
郎
「
日
本
漢
籍
史
札
記 

（
一
）
日
本
国
見
在
書
目
録
編
纂
の
精
神
」（
前
掲
註
（
（（
）『
太
田

晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
冊
所
収
）
が
あ
る
。

（
（（
） 　『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
は
、
前
掲
註
（
（0
）『
日
本
国
見
在
書
目
録
』（
後
に
『
日
本
国
見

在
書
目
録 

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
室
生
寺
本
』〈
一
九
九
六
年
、
名
著
刊
行
会
〉
に
書
名
変
更
）

に
よ
っ
た
。
ま
た
、
矢
野
玄
亮
『
日
本
国
見
在
書
目
録
─
集
証
と
研
究
─
』（
一
九
八
四
年
、

汲
古
書
院
）
も
適
宜
、
参
考
に
し
た
。

（
（（
） 　
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』（
一
九
九
五
年
、
汲
古
書
院
）
を
参
照
。

〔
付
記
〕

　
本
稿
は
、
筆
者
が
平
成
二
一
年
度
に
総
合
研
究
大
学
院
大
学 

文
化
科
学
研
究
科 

日
本
歴
史
研
究

専
攻 

博
士
後
期
課
程
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
日
本
古
代
に
於
け
る
『
論
語
義
疏
』
受
容
の
歴
史

的
研
究
」
の
序
章
並
び
に
第
五
章
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
る
。

〔
追
記
〕

　
本
稿
脱
稿
後
、
住
吉
朋
彦
「
藤
原
頼
長
の
学
問
と
蔵
書
」（
佐
藤
道
生
編
『
名
だ
た
る
蔵
書
家
、

隠
れ
た
蔵
書
家
』
所
収
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）
に
接
し
た
。
氏
は
、
藤

原
頼
長
の
学
問
と
蔵
書
、
周
辺
の
人
的
交
流
に
つ
い
て
解
明
し
た
。
特
に
、『
春
秋
左
氏
伝
』
を
一

例
に
頼
長
と
そ
の
周
辺
の
学
問
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
更
に
、「
文
倉
」
と
称
す
る
頼
長
の

書
庫
と
蔵
書
の
傾
向
、
春
秋
類
か
ら
見
た
頼
長
の
漢
籍
蒐
集
の
実
態
、
頼
長
周
辺
の
版
本
受
容
、

等
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
結
論
と
し
て
、「
頼
長
の
活
躍
し
た
平
安
後
期
、
学
者
の
間
に
宋
版
本
が

浸
透
を
始
め
、
古
写
本
へ
の
校
合
と
い
う
形
で
、
実
際
の
参
考
に
供
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
中
世
を
通
じ
て
和
漢
の
版
本
が
次
第
に
普
及
し
、
出
版
の
全
盛
期
で
あ
る
近
世
へ
の
道
を
た

ど
っ
た
、
後
の
世
の
事
情
を
考
え
て
み
る
と
、
日
本
の
学
術
界
に
、
版
本
の
曙
光
が
差
し
初
め
た

時
期
の
出
来
事
と
し
て
、
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。」
と
述
べ
、
平
安
時
代
後
期
以
降
の
版
本
普

及
過
程
に
於
け
る
頼
長
の
版
本
受
容
の
位
置
を
指
摘
し
た
。
前
掲
註
（
（（
）
橋
本
義
彦
『
藤
原
頼
長
』

と
と
も
に
、
藤
原
頼
長
の
学
問
・
蔵
書
・
人
物
交
流
に
関
す
る
研
究
を
行
う
上
で
、
ま
ず
参
照
す

べ
き
論
考
と
言
え
る
。
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The History of Acceptance“Lunyu–yishu”in Ancient Japan

TAKADA Sohei

Regarding the acceptance of the commentaries of the “Analects of confucius” in ancient Japan, Jap-

anese historical studies have discussed “Lunyu–jijie”, but have paid little attention to “Lunyu–yishu”. 

This article examines various aspects of the acceptance of “Lunyu–yishu” in ancient Japan and its his-

torical development by the following methods : investigation of the nature of ancient Japanese books 

quoting “Lunyu–yishu”, the time of their formation, and human relationships around the editors; 

search of “Lunyu–yishu” in the ancient inventory of books; and search of the evidence of the accept-

ance of “Lunyu–yishu” in ancient historical records.

“Lunyu–yishu” was introduced to Japan in 738 （Tenpyo 10）, and was accepted by Imperial princes, 

court nobles, middlegrade and lowgrade nobles, officials, priests of Buddhism, etc., and permeated 

among them through the Nara period and the Heian period.

From the 8th to 9th century, “Lunyu–yishu” was used by legal officials, who were the editors of 

“Koki”, “Shaku”, and “San”, to interpret legal codes. From the end of the 10th century to the begin-

ning of the 11th century, it was used by Prince Tomohira, who was an imperial descendant, to investi-

gate non–Buddhist scriptures quoted in “Shikan–bugyoden–guketsu”. In the first half of the 11th cen-

tury, it was used by Koremune–no–Tadasuke, who was a teacher in laws and ethics, to clarify the 

precedents of court ceremonies and official duties, and by Fujiwara–no–Sanesuke, who was the Minis-

ter of the Right, to understand the ancient practices and usages. Among the priests of Buddhism, Ku-

kai used “Lunyu–yishu” in the 9th century, and Chuzan of the Kohfuku–ji Temple of the Dharma–

character school in the 10th century. In the last half of the 11th century, “Lunyu–yishu” was used in 

various Japanese classical books including Buddhist Scriptures. In the first half of the 12th century, 

Fujiwara–no–Yorinaga, who was the Minister of the Left, lectured on many Chinese classical books, 

one of which was “Lunyu–yishu”.

Writers and scholars with literary talent, who were also court nobles, middlegrade and lowgrade 

nobles, and officials, gathered especially around Prince Tomohira and Fujiwara–no–Yorinaga. Both of 

them played a key role in lectures and discussions on Chinese writings and literature in respective 

times. One of the books treated in such activities was “Lunyu–yishu”.
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